
（平成２２年１月２７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 74 件

厚生年金関係 74 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 27 件

厚生年金関係 27 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

東京厚生年金 事案 6363 

                      

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

ることが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 43 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

        

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年２月 13日から同年３月１日まで 

    Ａ社で勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の記録が無い。

申立期間に支社間の異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社が保有する申立人に係る経歴書及び同社給与担当

者の供述から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 43 年３月

１日に同社Ｂ支社から同社Ｃ支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立人の標準報酬月額については、Ａ社における昭和 43 年１月の社

会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主の申立人に係る保険料を納付する義務の履行については、事業

主は、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日を誤って昭和 43 年２月

13日として届け出したことを認めており、その結果、社会保険事務所（当時）

は、申立人に係る同年２月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立

期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 6364 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 22年 12 月 26日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得し、25年８月 23日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）

に行ったことが認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資

格の取得日及び喪失日の記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 22年 12月から 23年７月

までは 600円、同年８月から同年 10月までは 2,700円、同年 11 月から 24年

４月までは 8,100円、同年５月から 25年７月までは 8,000円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年 12月 26日から 25年８月 23日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には継続して勤務していたので、同期間を被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る厚生年金保険加入者名簿の写しから、申立

人が申立期間において、同社に勤務していたことが認められる。 

また、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）から、申立人はＡ社において昭

和 22年 12月 26日から 25年８月 23日までの厚生年金保険被保険者資格を有

していたことが認められる。 

しかしながら、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿では、申立人の当該記録は

確認できず、また、オンライン記録によると、申立人の厚生年金保険被保険者

台帳（旧台帳）の記録は未統合となっていることが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、事業

主は申立人がＡ社において、厚生年金保険被保険者の資格を昭和 22 年 12 月

26日に取得し、25年８月 23日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対して行っていることが認められる。 



 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る厚生年金保険被保

険者台帳（旧台帳）に記載されている記録から、昭和 22年 12月から 23年７

月までは 600 円、同年８月から同年 10 月までは 2,700 円、同年 11 月から 24

年４月までは 8,100円、同年５月から 25年７月までは 8,000円とすることが

妥当である。 



 

東京厚生年金 事案 6365 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められることから、申立人のＡ社（その後、Ｂ社に、現在は、Ｃ

社）Ｄ事業所における資格取得日に係る記録を昭和 31 年３月 15 日に訂正し、

申立期間①の標準報酬月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認められることから、Ｂ社Ｅ事業所における資格喪失日に係

る記録を昭和 36年９月 27日に訂正するとともに、同社における資格取得日に

係る記録を同日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額を３万 6,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年３月 15日から同年４月１日まで 

             ② 昭和 36年９月 27日から同年 10月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。

同社には、継続して勤務していたので、同期間について厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①において、雇用保険の記録及びＣ社から提出された人事記録から

判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 31年３月 15日に同社から

同社Ｄ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｄ事業所に

おける昭和 31 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｃ社



 

では、Ａ社Ｄ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、また、

当時の事情を知る担当者もいないことから不明としおり、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

申立期間②において、雇用保険の記録及びＣ社から提出された人事記録から

判断すると、申立人がＢ社に継続して勤務し（昭和 36年９月 27日に同社Ｅ事

業所から同社本店に異動）、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人に係るＢ社における昭

和 36年 10月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｃ社

では、当時の事情を知る担当者もいないことから不明としており、このほかに

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 6368 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成５年７月１日から９年９月１日までの期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を、平成５年７月から６年 10月までは 30万円、同年 11月及び同

年 12月は 28万円、７年１月から８年４月までは 30万円、同年５月から同年

９月までは 32万円、同年 10月から９年８月までは 30万円に訂正することが

必要である。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成９年９月１日から 11年 12月１日ま

での期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日に係る記録を 11 年

12月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を、９年９月から 10年３月まで

は 30 万円、同年４月から同年６月までは 28 万円、同年７月及び同年８月は

30 万円、同年９月から 11 年１月までは 28 万円、同年２月及び同年３月は 30

万円、同年４月から同年 11月までは 28万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る平成５年７月から９年８月までの上記訂正後

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を除く。）及び同年９月から 11年 11 月までの厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年７月１日から９年９月１日まで 

             ② 平成９年９月１日から 11年 12月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ事業所に勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実際の

給与額に見合う標準報酬月額と相違しており、また、申立期間②の厚生年金

保険の加入記録が無い旨の回答をもらった。当時の給料明細書等を提出する

ので、それぞれの期間の記録を正しく訂正してほしい。 

 



 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①に係る標準報酬月額の相違について申し立てている

ところ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。したがって、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、申立

人から提出された給料支払明細書により確認できる保険料控除額から、平成

５年７月から６年９月までは 30万円、同年 11月及び同年 12月は 28万円、

８年５月から同年９月までは 32万円、同年 10月から９年８月までは 30万

円とし、給料支払明細書により確認できる給料支給額から、６年 10 月及び

７年１月から８年４月までの期間は 30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を納付していないとしており、上記の給料支払明細書において確

認できる給料支給額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と国（厚生労働

省）で記録されている標準報酬月額が申立期間①の全期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、給料支払明細書において確認できる給料支給額

又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険

事務所（当時）は、申立期間①に係る当該報酬月額に見合う厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

２ 雇用保険の加入記録及び申立人の提出した給料支払明細書により、申立人

は、Ａ事業所に平成11年11月30日まで勤務し、申立期間②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、オンライン記録では、Ａ事業所は平成10年３月５日付けで９年９月

１日に社会保険事務所（当時）の職権により厚生年金保険の適用事業所でな

くなる旨の処理（以下「認定全喪」という。）が行われていることが確認で

きる。このことについて、社会保険事務所は、「認定全喪とは、所在不明事

業所調査事務処理手順に従い調査を実施し、事業主や適用事業所の所在が確

認できず、事業の実態が無いと確認された場合に行われる処理である。」と

回答している。 

そして、Ａ事業所の事業主は、「正社員は申立人だけだった。」と供述し

ているところ、申立人から提出された関係資料により、当該事業主及び申立

人が常に取引先で仕事をしており、その取引先も１、２か月ごとに変更して

いることが確認できることから、同事業所は社会保険事務所（当時）に届け

出ていた所在地において事業所としての実態が無かったことがうかがえ、社



 

会保険事務所による上記認定全喪は不合理な処理であったとまでは言うこ

とはできない。 

また、申立期間②において、社会保険事務所（当時）の記録では、Ａ事業

所は厚生年金保険の適用事業所ではなくなっているものの、認定全喪である

ことから、事業主及び同事業所の唯一の正社員であった申立人の意思による

ものではないことがうかがわれ、申立人の給与から厚生年金保険料が控除さ

れていること、当該事業主及び申立人の供述から、当該期間においても、同

事業所は適用事業所として継続する意思を有していたことが認められる。 

さらに、上記のとおり、事業主及び申立人は、社会保険事務所（当時）に

届け出ていた所在地とは別の場所で勤務していたとしており、Ａ事業所は当

該期間においても事業を継続していたことが認められる。 

加えて、申立人の雇用保険の加入記録は、平成11年11月30日までＡ事業所

で継続していることから、上記認定全喪の処理が行われなければ、同年12

月１日まで申立人の同事業所における厚生年金保険の被保険者期間は継続

していたものと判断される。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給料支

払明細書により確認できる保険料控除額から、平成９年９月から10年３月ま

では30万円、同年４月から同年６月までは28万円、同年７月及び同年８月は

30万円、同年９月から11年１月までは28万円、同年２月及び同年３月は30

万円、同年４月から同年11月までは28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間②に係る保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、給料明細書において確認できる保険料控除額に見合う

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付していないとしている上、社会

保険事務所（当時）は、平成９年９月1日に認定全喪の手続を行っているこ

とから、当該期間に係る当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 6369 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格喪失日は、昭和 54 年８

月１日であると認められることから、同社Ｃ支店における資格喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、32 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年７月 31日から同年８月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間に異動はあったが、給与か

ら厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間も厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された退職証明書により、申立人は、

申立期間も継続してＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、退職証明書では、申立人は、昭和 54年７月 31日付けでＡ社Ｃ支店か

ら同社本社に異動した旨の記載があるものの、当時同社が加入していた厚生年

金基金の申立人に係る加入員台帳には、申立人の同社Ｃ支店における資格喪失

日及び同社本社の資格取得日は、昭和 54年８月１日と記録されており、また、

同社は申立期間当時、社会保険事務所（当時）及び厚生年金基金への被保険者

資格の得喪の届出書は、複写式の様式を使用していたとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人がＡ社Ｃ支店における被保険者資格を

昭和 54 年８月１日に喪失した旨の届出を、事業主が社会保険事務所（当時）

に対して行ったことが認められる。 

なお、昭和 54 年７月の標準報酬月額については、厚生年金基金の加入員台

帳の記録から、32万円とすることが妥当である。 

 



東京厚生年金 事案 6370～6371（別添一覧表参照） 

                                 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録は、事後訂正の結果＜標準賞与額

＞（別紙一覧表参照）とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条

本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正

前の＜標準賞与額＞（別紙一覧表参照）とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間について、＜標準賞与額＞（別紙一覧表

参照）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていることが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係

る記録を＜標準賞与額＞（別紙一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：     別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年 12月６日 

  ② 平成 17年６月 10日 

             ③ 平成 17年 12月７日 

  ④ 平成 18年６月９日 

             ⑤ 平成 18年 12月８日 

  ⑥ 平成 19年６月８日 

申立期間に支給のあった賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ

社は当該賞与について社会保険事務所（当時）に届出を誤って行っていた。

同社は、誤りに気付き、その後社会保険事務所に訂正の届出を行ったが、厚

生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は厚生年金保険の給

付の額に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社から提出のあった賃金台帳により、申立人は、＜標準賞与額＞（別紙一

覧表参照）に、同社から賞与の支払を受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金



保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳における当該標準賞

与額に係る厚生年金保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別紙一覧表参照）と

することが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して誤

って提出し、また、当該賞与に係る厚生年金保険料（訂正前の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を除く。）についても、納付していないことを認めている

ことから、これを履行していないと認められる。 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間

①平成16年12月６日 46 万 円

②平成17年６月10日 37 万 円

③平成17年12月７日 71 万 円

④平成18年６月９日 71 万 円

⑤平成18年12月８日 71 万 円

⑥平成19年６月８日 80 万 円

①平成16年12月６日 31 万 8,000 円

②平成17年６月10日 24 万 8,000 円

③平成17年12月７日 29 万 円

④平成18年６月９日 29 万 円

⑤平成18年12月８日 29 万 円

⑥平成19年６月８日 33 万 円

標準賞与額

6370 男 昭和48年生

6371 女 昭和50年生



東京厚生年金 事案 6376                      
 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 53年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 
 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  
 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年４月１日から同年５月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。申立期間に関連会社への転籍はあったが、厚生年金保険料が控除され

ているので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の親会社であるＢ社の回答、Ｂ社から提出のあった企業年金被保険者名

簿及び申立人が所持する給与支払明細書から判断すると、申立人は、Ａ社に継

続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給与支払明細書及び社会保

険事務所（当時）のＡ社における申立人の昭和 53年５月の記録から、22万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が当時、事務手続を誤ったと認めていることから、事業主が昭和 53 年５月

１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人

に係る同年４月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立

人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



東京厚生年金 事案 6377                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の標準報

酬月額を昭和 63 年 10 月から平成元年 11 月までは 47 万円に、同年 12 月から

６年５月までは 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 63年 10月１日から平成６年６月 21日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与支

給額と比較して低いことが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっ

た平成８年１月21日より後の同年６月27日付けで、申立人の標準報酬月額は、

昭和 63年 10月から平成元年 11月までは 47万円が 30万円に、同年 12月から

６年５月までは53万円が30万円にそれぞれ遡及
そきゅう

して引き下げられていること

が確認できる。 

一方、Ａ社の登記簿謄本から、申立人は、同社の取締役であったことが確認

できるが、当時の代表取締役及び別の取締役は、「申立人は、制作部門担当の

取締役であり、社会保険事務に関与する立場になく、同社が適用事業所でなく

なる前の平成６年６月に退職した。」とし、また、当該取締役は、「代表取締役

が代表者印を管理していた。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において当該訂正処

理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出たとおり、昭和 63年 10月から平成元年 11月までは 47万円

に、同年 12月から６年５月までは 53万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 6378                      

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年

金保険の標準報酬月額は、申立人の主張する標準報酬月額であったと認められ

ることから、申立人の標準報酬月額を 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から９年２月 28日まで 

社会保険事務所（当時）職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務した期間のう

ち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料に見合

う標準報酬月額と相違していることが判明したので、正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持するＡ社の平成９年１月分の給与明細書により、申立人が主張

する標準報酬月額である 59 万円に見合う厚生年金保険料が給与から控除され

ていたことが確認できる。 

一方、オンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなった平成９年３月１日より後の同年３月 25 日付けで、申立人の厚生年金

保険の標準報酬月額は、７年４月から９年１月までの期間、59万円が９万2,000

円に遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認できる。 

そして、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人を含む二人が同社の代表取締役

であったことが確認できるが、同社の事業主であるもう一人の代表取締役は、

「自分が代表者印を管理しており、申立人は社会保険の手続に関する権限を有

していなかった。」としている。また、同社の従業員は、「申立人は営業担当

であり、社会保険事務には関与していなかった。」としている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において当該訂正処

理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出たとおり、59万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 6379                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の標準報

酬月額を平成６年 11 月から７年６月までは 59 万円に、同年７月から同年 10

月までは 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 11 月１日から７年 11 月１日まで 

社会保険事務所（当時）職員の個別訪問により、Ａ社に勤務した期間のう

ち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与支給額と比較して低いことが判明

したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっ

た平成７年 11 月１日より後の同年 11 月 13 日付けで、申立人の標準報酬月額

は、６年 11月から７年６月までは 59万円が９万 8,000円に、同年７月から同

年 10月までは 53万円が９万 8,000円に、それぞれ遡及
そきゅう

して引き下げられてい

ることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は同社の取締役であったことが確

認できるが、同社の代表取締役は、申立期間当時、社会保険料の滞納があり、

自ら社会保険事務所（当時）に相談したとし、同社の複数の従業員は、申立人

はサービス部門を担当していたと供述していることから、申立人が当該訂正処

理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において当該訂正処

理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出たとおり、平成６年 11月から７年６月までは 59万円に、同

年７月から同年 10月までは 53万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 6380                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 31 年６月 1 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１

万 8,000円とする必要がある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年５月 31 日から同年６月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。申立期間に事業所間の異動はあったが、継続して勤務していたので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＢ社が保有する申立人に係る人事記録から判断

すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 31 年６月１日にＡ社本社か

ら同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所（当時）のＡ社

における申立人の昭和 31 年４月の記録から、１万 8,000 円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当時の資料が無いため不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和

31 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを

同年５月 31日と誤って記載することは考え難いことから、事業主が同年５月

31 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同

年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の



告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6381                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、昭和 54年 12

月 31 日であると認められることから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

また、昭和 54 年９月から同年 11 月までの期間に係る標準報酬月額を 13 万

4,000円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年９月 30日から 55年４月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社には、昭和 55年３月 31日まで継続して勤務していたので、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 54年９月 30日から同年 12月 31日までの期間につい

ては、雇用保険の加入記録から、申立人は、当該期間のうち、同年９月 30 日

から同年 12月 30日までＡ社に勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、当初、申立人の資格喪失日

は、昭和 54 年 12 月 30 日と記録されていたが、55 年３月 18 日付けで、同社

が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった54年９月30日に遡及
そきゅう

して訂

正され、さらに、同社の従業員二人についても、資格喪失日が同日にさかのぼ

って訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所（当時）においてこ

のような処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において当該処理を

行う合理的な理由は無く、当該期間において資格喪失日に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の当該期間に係る資格喪失日は、雇用保険に

おける離職日の翌日である昭和 54年 12月 31日であると認められる。 

また、申立人の標準報酬月額については、社会保険事務所（当時）のＡ社に



おける申立人の昭和 54年９月の上記訂正前の記録から、13万 4,000円とする

ことが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 55 年１月１日から同年４月１日までの期間に

ついては、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、

また、同社の代表者は、申立期間当時の資料を保有していないことから、申立

人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認できないとしている。 

また、申立人は、「当時、自分がＡ社の給与計算を担当しており、厚生年金

保険料を給与から控除していたが、同社を退職後、雇用保険の求職者給付を受

けていた。」と供述しており、求職者給付については、雇用保険の記録から、

同社を離職した後に行われたことが確認できる。 

このほか、申立人の当該期間における事業主による厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 6382 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記

録を昭和 41 年９月１日に訂正し、同年９月の標準報酬月額を６万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年９月１日から同年 10月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。申立期間に事業所間の異動はあったが、同社に継続して勤務している

ので、申立期間も厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社から提出のあった退職年金台帳から判断すると、

申立人が同社に継続して勤務し（昭和 41年９月１日にＡ社Ｂ工場から同社本社に

異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所（当時）のＡ社本

社における申立人の昭和41年10月の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、事業主は不明としているが、Ａ社本社が保有している資格取得届から、当該

届を昭和 41 年 10 月１日付けで社会保険事務所（当時）に提出していることが確

認できることから、事業主が当該社会保険事務所の記録どおりの資格の取得の届

出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料

の納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6385 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を 33 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していたか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年８月 30日から同年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答を

もらった。当時、Ａ社Ｂ工場から同社Ｃ工場へ異動したが、会社内の異動で

あり空白無く勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、当時のＡ社の経理担当者及び従業員の供述により、申

立人は、同社に継続して勤務し（昭和 33 年９月１日にＡ社Ｂ工場から同社Ｃ

工場へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 33 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ社は既に解散し、当時の事業主は死亡しており、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 6386 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期

間の標準報酬月額を平成６年６月から同年 10月までは 53万円に、同年 11月

から８年５月までは 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年６月１日から８年６月 30日まで 

社会保険事務所（当時）職員の戸別訪問により、Ａ社に取締役として勤務

していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給

与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが

判明した。このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほし

い。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

った平成８年６月 30日以降の同年７月８日付けで、申立人の標準報酬月額は、

６年６月から同年 10月までの期間については 53万円から９万 8,000円に、同

年 11月から８年５月までの期間については 59万円から９万 8,000円にさかの

ぼって訂正されたことが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は、同社の取締役であったこと

が確認できるが、同社の代表取締役及び他の取締役は、「申立人は、営業及び

現場担当の役員であり、同社の経営には参画しておらず、厚生年金保険関係事

務及び経理に係る職務への関与や影響力はなかった。」と供述していることか

ら、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において当該

訂正処理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があ



ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会

保険事務所に当初届け出たとおり、平成６年６月から同年10月までは53万円、

同年 11月から８年５月までは 59万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 6387 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成５年５月１日、資格

喪失日が 13年６月１日と記録され、当該期間のうち、同年５月 31日から同年

６月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎になる被保険者期間とはならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格喪失日

を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 36 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年５月 31日から同年６月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答を

もらった。平成 13 年５月末まで勤務していたので、申立期間について厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社から提出のあった申立人に係る異動履歴及び退職

金・報労金等の支給に関する資料から、申立人は、同社に平成 13 年５月 31

日まで勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社における平成 13 年４月の

オンライン記録から、36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21 年８月 25



日に、事業主が 13 年当時の事務手続を誤ったとして、訂正の届出を行ってい

ることから、社会保険事務所（当時）は申立人の申立期間に係る保険料の納入

の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6388 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 39 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 42年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 12月 28日から 39年２月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社又はＢ社に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社に勤務していたことは確かなので、申立期間について厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員の供述、当該従業員から提出のあった日記の記述及び申立人が

作成していた手帳の記述から、申立人は申立期間もＡ社（Ｃ健康保険組合の記

録から、昭和 36年５月 15日にＢ社への社名変更を確認）に勤務し、当該従業

員より提出された給与明細書から、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

一方、社会保険事務所（当時）の記録によると、Ｂ社の前身であるＡ社は、

昭和 36年 12 月 28日付けで厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなってお

り、申立期間は適用事業所となっていない。 

しかし、Ｂ社は、昭和 36年 12 月 28日以降もＣ健康保険組合の適用事業所

であり、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたもの

と判断できる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社における昭和 36年 11月の

社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、申立期間は適用事業所として記録管理されていない期間であることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る保険料の納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6395 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 24 万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、訂正前の 11 万 8,000

円とされている。 

しかしながら、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（24

万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準報酬

月額に係る記録を 24万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（11 万 8,000円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年１月１日から 19年９月 1日まで 

社会保険庁（当時）の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に

ついて、厚生年金保険の標準報酬月額が、給与から実際に控除されていた保

険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立

期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

11 万 8,000 円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により

消滅した後の平成21年８月に11万8,000円から24万円に訂正されたところ、

厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、当該保険料に係る被保険者であっ

た期間に基づく保険給付は行われないとされている。このことから、年金額の

計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（24 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（11万 8,000円）となっている。 



しかしながら、Ａ社から提出のあった申立人の申立期間に係る「給料台帳」

の写しにより、申立人は、当該期間において、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記台帳の写しにおいて確認で

きる厚生年金保険料控除額から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る申立期間の報酬月額の訂正の届出を社会保険事務所（当時）

に対して誤って提出し、また、当該期間に係る厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額（11 万 8,000円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6396 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れている。 

しかしながら、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、平

成 15年４月 30日は 86万 7,000円、16年４月 30日は 55万 1,000円、17年４

月 30日は 23万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 平成 15年４月 30日 

             ② 平成 16年４月 30日 

③ 平成 17年４月 30日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険の標準

賞与額の記録が無いことが判明した。同社は、社会保険事務所に対して訂正

の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間①、

②及び③の訂正記録は給付に反映されていないので、給付されるようにして

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった申立人に係る賞与明細書及び厚生年金保険被保険者

賞与支払届の写しにより、申立人は、申立期間①、②及び③に同社から賞与の

支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 



一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であるこ

とから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。し

たがって、申立期間①、②及び③に係る標準賞与額については、賞与明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間①は 86 万 7,000 円、

申立期間②は 55万 1,000円、申立期間③は 23万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出してい

なかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6397 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れている。 

しかしながら、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間である平成 16年８月 10日及び同年 12

月 15日における標準賞与額に係る記録を、共に 60万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年８月 10日 

② 平成 16年12月 15日 

社会保険庁（当時）の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①

及び②に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同社

は、社会保険事務所（当時）に対して訂正の届出を行ったが、厚生年金保険

料は時効により納付できず、申立期間①及び②の訂正記録は給付に反映され

ていないので、給付されるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった賞与支払明細書及びＡ社から提出のあった申立人

に係る厚生年金保険被保険者賞与支払届の写しにより、申立人は、平成 16 年

８月 10日及び同年 12月 15日に同社から賞与の支払を受け、同年８月 10日は

61万 5,000円、同年 12月 15日は 60万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の



訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であるこ

とから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。し

たがって、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、賞与支払明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額又は賞与額から、共に 60 万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出してい

なかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6398 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の標準報

酬月額を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年 10月１日から５年５月 29日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額

が、実際の給与の月額に相当する標準報酬月額と相違していることが判明し

た。このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月

額は、当初、平成４年 10月から５年４月までの期間は 53万円と記録されてい

たところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年６月 30

日以降の同年９月 16 日に、申立人を含む二人の標準報酬月額の記録がさかの

ぼって減額訂正されており、申立人の場合、当該期間について 15 万円へと訂

正されていることが確認できる。社会保険事務所（当時）において、このよう

にさかのぼって記録を訂正する処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、法務局のＡ社に係る閉鎖登記簿謄本により、申立人は、平成５年６月

１日に取締役を辞任していることが確認できることから、上記標準報酬月額の

減額処理が行われた当時は取締役でなかったことが認められる。 

さらに、上記謄本により、上記標準報酬月額の減額処理が行われた当時にＡ

社の取締役であったことが確認できる申立人の同僚及び同社の複数の従業員

は、「申立人は営業を担当しており、社会保険事務の執行権限を有していなか

った。」旨供述している。 

加えて、公共職業安定所の記録では、申立人のＡ社における雇用保険の離職

日が平成５年５月 28 日であることから、上記標準報酬月額の減額処理が行わ



れた同年９月 16日には同社に勤務していないことが確認できる。 

これらのことから、申立人は、上記標準報酬月額の減額処理に関与していな

いと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所（当時）に当初届け出た 53万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 6399 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れている。 

しかしながら、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、平

成 15年 12月５日は 26万 9,000円、16年７月５日は 24万 7,000 円、同年 12

月８日及び 17年７月５日は 24万 9,000円、同年 12月９日は 28 万 4,000円、

18年６月 30日は 25 万 1,000円、同年 12 月５日は 29万円、19 年７月６日は

25万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年12月５日 

② 平成 16年７月５日 

③ 平成 16年12月８日 

④ 平成 17年７月５日 

⑤ 平成 17年12月９日 

⑥ 平成 18年６月30日 

⑦ 平成 18年12月５日 

⑧ 平成 19年７月６日 

社会保険庁（当時）の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①

ないし⑧に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同

社は、社会保険事務所（当時）に対して訂正の届出を行ったが、厚生年金保

険料は時効により納付できず、申立期間①ないし⑧の訂正記録は給付に反映

されていないので、給付されるようにしてほしい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった、申立人の申立期間①ないし⑧に係る「給与所得に対

する所得税源泉徴収簿」及び厚生年金保険被保険者賞与支払届の写しにより、

申立人は、これらの期間に同社から賞与の支払を受け、申立期間①は 26 万

9,000 円、申立期間②は 24 万 7,000 円、申立期間③及び④は 24 万 9,000 円、

申立期間⑤は 28 万 4,000 円、申立期間⑥は 25 万 1,000 円、申立期間⑦は 29

万円、申立期間⑧は 25 万 5,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であるこ

とから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。し

たがって、申立期間①ないし⑧に係る標準賞与額については、上記所得税源泉

徴収簿の写しにおいて確認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間①は

26万 9,000円、申立期間②は 24万 7,000円、申立期間③及び④は 24万 9,000

円、申立期間⑤は 28万 4,000円、申立期間⑥は 25万 1,000円、申立期間⑦は

29万円、申立期間⑧は 25万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出してい

なかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



東京厚生年金 事案6401 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を昭

和53年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万8,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年４月28日から同年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況等について社会保険事務所（当時）に照会したと

ころ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の１か月間の加入記録が無い旨

の回答をもらった。私は昭和51年３月10日にＡ社に入社以来、現在まで同社

を辞めたことがないので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業所から提出された在職証明書及び労働者名簿並びに雇用保険の加入記

録から判断すると、申立人は申立期間もＡ社及び同社の関連会社であるＣ社に

継続して勤務し（昭和53年５月１日にＡ社Ｂ支店からＣ社に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和53年３月の社会保険事務所

（当時）の記録から、９万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、確認

できる関連資料及び周辺事情は無いものの、事業主は、厚生年金保険被保険者

資格喪失届を誤って届け出たと回答していることから、当該社会保険事務所

（当時）の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る昭和53年４月の保険料について納入の告知を行っておらず



（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案6402 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の標準報

酬月額を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年２月１日から５年６月30日まで 

オンライン記録によると、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報

酬月額が、給与から実際に控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相

違していることが分かった。そのため、申立期間の標準報酬月額を正しい記

録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月

額は、当初、平成４年２月から５年５月までの期間は53万円と記録されていた

ところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成５年６月30日）

の後の同年９月28日付けで、申立期間の標準報酬月額に係る記録が34万円にさ

かのぼって減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立期間において同社

の取締役であることが確認できる。 

しかし、Ａ社の役員及び複数の従業員は、当委員会からの照会に対し、申立

人は営業担当の常務取締役兼事業部長であり、社会保険の担当ではなかった旨

回答している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において当該訂正処

理をさかのぼって行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に

係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た53万円に訂正することが必

要である。 



東京厚生年金 事案6403 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月

額を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から４年１月31日まで 

社会保険事務所（当時）職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務した期間のう

ち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料に見合

う標準報酬月額と相違していることが判明した。同社では営業担当の取締役

で勤務し、厚生年金保険の事務には関与していなかったので、申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

日（平成４年１月31日）の後の平成４年５月29日付けで、申立人の申立期間の標準

報酬月額が53万円から９万8,000円にさかのぼって減額訂正されていることが確認

できる。 

一方、申立人は、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、取締役であったことが確認

できる。 

しかしながら、上記減額訂正処理は、雇用保険の加入記録から確認できる申立人

の離職日（平成４年１月30日）の約４か月後に行われていること、また、Ａ社の複

数の従業員から、申立人は営業担当役員として勤務しており、社会保険関係の業務

には従事していなかったとの供述が得られていることから、申立人が当該訂正処理

に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において当該訂正処理を

さかのぼって行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効

な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た53万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案6404 

 

第１ 委員会の結論 

昭和46年５月25日から同年６月10日までの申立期間について、申立人は当該

期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社Ｂ支局における資格取得日に係る記録を同年５月

25日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を10万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

また、昭和46年６月10日から同年10月１日までの申立期間について、申立人

は、その主張する標準報酬月額（10万円）に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬

月額に係る記録を10万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和46年５月25日から同年６月10日まで 

② 昭和46年６月10日から同年10月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社で勤務した期間のうち、昭和46年５月25日から同年６月10日までの

加入記録が無い旨の回答をもらった。また、46年６月10日から同年10月１日

までの標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準

報酬月額より低いことが分かった。申立期間に支局間の異動はあったが、継

続して勤務しており、また、当時の給与支給明細書があるので、被保険者と

して認めると共に、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録、給与支給明細書及びＡ社から提

出された申立人に係る職員カードから、申立人は、申立期間①も同社に継続し



て勤務し（昭和46年５月25日に同社Ｃ支社から同社Ｂ支局に異動）、申立期間

①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額か

ら、10万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、資格取得日について、昭和46年５月25日として届け出るべきところを誤

って同年６月10日として届け出たと認めており、その結果、社会保険事務所（当

時）は、申立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

申立期間②について、申立人から提出のあった給与明細書により、申立人は、

社会保険事務所（当時）に記録されている標準報酬月額より高額の保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがっ

て、申立期間②の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる保

険料控除額から、10万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、標準報酬月額を10万円として届け出るべきところを誤って８万円として

届け出たと認めており、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬

月額に見合う保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案6405 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月

額を平成３年９月から４年７月までは41万円、同年８月から６年10月までは53

万円、同年11月から９年４月までは59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年９月１日から９年５月25日まで 

社会保険事務所（当時）職員の戸別調査により、Ａ社に勤務した期間のう

ち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料に見合

う標準報酬月額と相違していることが分かった。同社では営業担当の取締役

であり、厚生年金保険事務には関与していなかったので、申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間のＡ社における厚生年金保険の

標準報酬月額は、当初、平成３年９月から４年７月までは41万円、同年８月か

ら６年10月までは53万円、同年11月から９年４月までは59万円と記録されてい

たが、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成９年５月

25日）の後の９年６月３日に、申立人の標準報酬月額の記録が３年９月から６

年10月までが８万円に、同年11月から９年４月までが９万2,000円にさかのぼ

って訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、当該訂正処理が行われ

た平成９年６月３日に同社の取締役であったことが確認できる。 

しかしながら、雇用保険の記録によると、申立人は、Ａ社を離職後（離職日

は平成９年５月25日）、同社在職中に支給された給与総支給額を基に算出した

賃金日額により基本手当を受給しており、申立人は一般従業員としての身分で

同社に勤務していたことがうかがえる。 

そして、Ａ社の従業員の一人は、「申立人は、申立期間当時、営業に関する



責任者的な立場であり、厚生年金保険関係事務及び経理に係る職務への関与は

していなかった。」と供述している。 

また、Ａ社の代表者は、「会社の倒産時、社会保険料の滞納があり、その処

理のため、自分が社会保険事務所（当時）に対して厚生年金保険の標準報酬月

額をさかのぼって引き下げる手続を行った。」とし、申立人が当該処理に関与

していなかったことを供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において当該訂正処

理をさかのぼって行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に

係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成３年９月から４年７

月までは41万円、同年８月から６年10月までは53万円、同年11月から９年４月

までは59万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 6406 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 45 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 2,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年６月１日から同年７月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、申立期間を被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された証明書並びに同

僚の加入記録により、申立人は同社に継続して勤務し（昭和 45 年６月１日に

同社Ｂ工場から同社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 45 年７月の社会保険事務

所（当時）の記録から、４万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

て、事業主は不明と回答しており、これを確認できる関連資料及び周辺事情も

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 6407 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 48年４月 10日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 3,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年３月 21日から同年４月 10日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間には、Ａ社か

ら関連会社のＢ社へ異動したが、継続して勤務していたので、被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された従業員名簿及び同社の複数の従業員の回答により、申立

人が申立期間当時、同社に勤務（昭和 48年３月 21日に、Ａ社から同社の関連

会社に異動）していたことが認められる。 

しかし、Ａ社の当時の経理責任者は、「同社からＢ社に異動した従業員につ

いては、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所になる昭和 48年４月 10日までの期

間、Ａ社で社会保険料を控除していた。」と回答していることから、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料をＡ社の事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48 年２月の社会保険事務

所（当時）の記録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、両社は

「申立期間当時の資料等が無いため不明」と回答しているが、申立人に係るＡ

社の資格喪失日（昭和 48年３月 21日）が雇用保険の離職日の翌日であり、社



会保険事務所（当時）及び公共職業安定所の双方が誤って記録したとは考え難

いことから、事業主が同年３月 21 日を資格喪失日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、当該事業主は、

申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



東京厚生年金 事案 6408 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を平成３年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 12月１日から３年１月 1日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、申立期間を被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書、申立人に係る雇用保険の加入記録及びＡ社か

ら提出された証明書並びに申立人から提出された雇用保険被保険者証により、申立

人は、同社に継続して勤務し（平成３年１月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異

動）、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額及び平成

２年 11月の社会保険事務所（当時）の記録から、28万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについて、

事業主は不明と回答しており、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申

立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行っ

たとは認められない。 



東京厚生年金 事案 6409 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 48年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11万 8,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかではないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年１月１日から同年２月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社には、昭和 48年１月１日から勤務していたので、申立期間を被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与支払明細書により、申立人は、Ａ社に昭和 48 年

１月１日から勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の保険料控除額

から、11万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、Ａ社は

既に解散しており、当時の事業主も入院中であるため聴取できず、これを確認

できる関連資料及び周辺事情も無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。  



東京厚生年金 事案 6410 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額に係る記録を昭和 49 年８月から同年 12月までは 14万

2,000 円、50 年１月から同年 12 月までは 16 万円、51 年１月から同年７月ま

では 18万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、昭和 49年８月から 51年７月までの上記訂正後の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年８月１日から 51年８月 31日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況等を照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除

されていた保険料に見合う標準報酬月額より低いことが分かったので、正し

い標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、13 万

4,000円とされている。 

しかし、申立人から提出された昭和 49 年８月から 50 年 12 月までの雇用契

約書の給与総支給額及び 51 年１月、２月、４月、５月及び７月の給与支払明

細書の保険料控除額並びに申立人と同日に同社に入社した元同僚から提出さ

れた雇用契約書及び給与支払明細書により、申立人は、その主張する標準報酬

月額（49 年８月から同年 12 月までは 14 万 2,000 円、50 年１月から同年 12

月までは 16 万円、51 年１月から同年７月までは 18 万円）に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主

は、「当時の資料等を保管していないことなどから不明」と回答しているが、



昭和49年８月から51年７月までの長期間にわたり申立人の雇用契約書及び給

与支払明細書において確認できる総支給額及び保険料控除額に見合う標準報

酬月額が、オンライン記録と一致していないことから、事業主は、申立人の給

与から実際に控除していた保険料に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、そ

の結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に見合う厚生年金保険

料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、昭和 49年８月から 51年７月までの上記訂正後の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を除く）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



東京厚生年金 事案 6411 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社における資

格取得日に係る記録を昭和 37 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を２万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月１日から同年５月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。異動はあったが、同社には継続して勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及びＢ社が保有する人事記録から判断す

ると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 37 年４月１日に、Ａ社Ｃ営業

部から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 37 年５月の社会保険事務

所（当時）の記録から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主

は届出の誤りを認めていることから、事業主が申立人の申立期間に係る資格取

得日を昭和 37 年５月１日と届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申

立人に係る同年４月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



東京厚生年金 事案 6412 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社における資

格取得日に係る記録を昭和 37 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を２万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月１日から同年５月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。異動はあったが、同社には継続して勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及びＢ社が保有する人事記録から判断す

ると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 37 年４月１日に、Ａ社Ｃ案内

所から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 37 年５月の社会保険事務

所（当時）の記録から、２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主

は届出の誤りを認めていることから、事業主が申立人の申立期間に係る資格取

得日を昭和 37 年５月１日と届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申

立人に係る同年４月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



東京厚生年金 事案 6413 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社における資

格喪失日に係る記録を昭和 41 年９月５日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を４万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年８月１日から同年９月５日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。異動はあったが、同社には継続して勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及びＢ社が保有する人事記録から判断す

ると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 41年９月５日に、Ａ社本社か

ら同社Ｃ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 41 年７月の社会保険事務

所（当時）の記録から、４万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主

は届出の誤りを認めていることから、事業主が申立人の申立期間に係る資格喪

失日を昭和 41年８月１日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



東京厚生年金 事案 6414 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格取得日に係

る記録を昭和 28 年５月 25 日、資格喪失日に係る記録を同年８月 21 日とし、

申立期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年５月 25 日から同年８月 21 日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社には、異動はあったが継続して勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された従業員台帳から

判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 28年５月 25日に同社Ｃ

工場から同社Ｂ営業所に異動し、同年８月 21 日に同社Ｂ営業所から同社Ｃ工

場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 28 年４月及び同年８月の

社会保険事務所（当時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る事業主による保険料の納付義務の履行について、事業主

は不明としているが、事業主が申立人の申立期間に係る資格取得届及び喪失届

を提出したにもかかわらず、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）

が記録の処理を誤るとは考えられないことから、事業主は申立人の申立期間に

係る資格取得届及び喪失届を行っておらず、その結果、社会保険事務所は、申

立人の申立期間に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6415 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 38年 11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 6,000円とする必要がある。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 11 月１日から同年 12 月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。異動はあったが、同社には継続して勤務していたので申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及びＢ社が保有する人事記録から判断す

ると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 38 年 11 月１日に、同社本社

から同社Ｃ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 38年 12月の社会保険事務

所（当時）の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主

は届出の誤りを認めていることから、事業主が申立人の資格取得日を昭和 38

年 12 月１日と届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同

年 11 月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6421                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記

録を平成６年６月 20日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 : 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年６月 20日から同年７月 1日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社本社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。当該期間に異動はあったが、継続して勤務していたので申立期間を被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された在籍証明書から判断すると、申立人

は、同社に継続して勤務し（平成６年６月 20 日にＡ社総合研究所から同社本社に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成６年７月の社会保険事務所（当

時）の記録から、28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主は保

険料を納付したか否かについては不明としているが、健康保険組合の記録における

資格取得日が平成６年７月１日であり、健康保険組合及び社会保険事務所（当時）

の双方が誤って同じ資格取得日を記録したとは考え難いことから、事業主は同日を

厚生年金保険の資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6422                                          

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが推認されることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における

資格取得日に係る記録を昭和 22年５月 31日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 600円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  :  

生 年 月 日 ： 大正８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年５月 31 日から同年６月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。申立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出のあった在籍証明書から判断すると、申立人は、Ａ社に継続し

て勤務し（同社Ｄ製油所から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 22 年６月の社会保険事務

所（当時）の記録から、600円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 6423                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の標準報

酬月額を 41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年３月１日から 10年３月 31日まで 

    社会保険事務所（当時）の戸別訪問を受け、Ａ社に勤務した期間のうち、

申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が引き下げられていたことが判明

した。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンラインの記録では、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、

当初、41万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（平成 10 年３月 31 日）の後の平成 10 年４月３日に、申立人の標

準報酬月額は、９万 2,000円にさかのぼって減額訂正されていることが確認で

きる。しかしながら、社会保険事務所（当時）において、このようにさかのぼ

って記録を訂正する処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

以上のことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について、有効な記

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所（当時）に当初届け出た 41 万円に訂正することが必要

である。 



東京厚生年金 事案 6425                              

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日は、平成元年 11月 15日であると認

められることから、厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、24万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  :  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年 11月 15日から同年 12月 20日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を

もらった。申立期間に異動はあったが、平成元年２月の入社以来、同社には

継続して勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出のあった賃金台帳及び雇用保険の加入記録により、申立人が

申立期間も継続してＡ社に勤務していることが認められる。 

また、厚生年金基金の加入記録において、申立人のＡ社Ｂ支店の資格取得日

は平成元年 11月 15日であることが確認できる。 

さらに、厚生年金基金によると、申立期間当時の社会保険事務所（当時）及

び厚生年金基金への被保険者資格の得喪の届出様式は、複写式であったとして

いる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が主張する平成元年 11 月

15日に被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、24

万円とすることが妥当である。 



東京厚生年金 事案 6426                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成８年２月１日、資格

喪失日が９年１月１日とされ、当該期間のうち、８年 12月 29日から９年１月

１日までの期間は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算

の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同事業所における資格喪失

日を９年１月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 16 万円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号  :  

生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年 12月 29日から９年１月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ

社における資格喪失日が平成８年 12月 29日となっていた。しかし、同社を

退職したのは同年 12月 31日であり、給与から厚生年金保険料が控除されて

いたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の代表者からの回答により、申立人は、同事業所に平成８年 12月 31日

まで勤務していたことが認められる。 

また、上記代表者は、Ａ社の給与は、毎月 25 日締めの月末払いであり、厚

生年金保険料は当月に控除していたので、申立人の申立期間に係る保険料を控

除していた旨の供述をしている。 

これらのことから判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額は、平成８年 11月の社会保険事務所（当時）



の記録から、16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は申立人の資格喪失日に係る事務手続を誤ったとしていることから、

事業主が、申立人の資格喪失日を平成８年 12 月 29 日として届け、その結果、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年 12 月の保険料の納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付さ

れるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



東京厚生年金 事案 6427                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）

に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の標準報

酬月額を 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 11月 1日から８年６月 21日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が引

き下げられていたことが分かった。同社では、職人として勤務しており、社

会保険事務には関与していなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい

記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録では、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当

初、50万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなく

なった日（平成８年６月 21日）の後の平成８年６月 25日に、申立人の標準報

酬月額は 34 万円にさかのぼって減額訂正されていることが確認できる。しか

しながら、社会保険事務所（当時）において、このようにさかのぼって記録を

訂正する処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

以上のことから、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があ

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会

保険事務所（当時）に当初届け出た 50万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 6429  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成 10年８月から 14年１月までの標準報酬月額

の記録については、10年８月は 22万円、同年９月は 26万円、同年 10月は 28

万円、同年 11月から 11年１月までは 30万円、同年２月は 28万円、同年３月

は 30万円、同年４月は 28万円、同年５月から 12年８月までは 30万円、同年

９月から 13年７月までは 32万円、同年８月から 14年１月までは 30万円に訂

正する必要がある。 

なお、事業主は、平成 10年８月から 14年１月までの上記訂正後の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成 10年７月６日から 14年２月 26日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

事務所で勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に支給された

給与に見合う標準報酬月額よりも低いので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改訂又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額に

基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間のうち、平成 10年８月から 14年１月までの

標準報酬月額については、給与明細書において確認できる保険料控除額又は報

酬月額から判断すると、10年８月は 22万円、同年９月は 26万円、同年 10月

は 28万円、同年 11月から 11年１月までは 30万円、同年２月は 28万円、同

年３月は 30万円、同年４月は 28万円、同年５月から 12年８月までは 30万円、



同年９月から 13年７月までは 32万円、同年８月から 14年１月までは 30万円

とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、平成 10 年７月のオンライン記録上の標準報酬月額

と、給与明細書における報酬月額に相当する標準報酬月額が、一致しているこ

とから記録の訂正は行わない。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、給与

明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額

と社会保険事務所（当時）で記録されている標準報酬月額が、申立期間のうち、

平成 10年８月から 14年１月までの期間にわたり一致していないことから、事

業主は、給与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額

を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6430 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成４年１月から 10 年８月までの標準報酬月額

の記録については、４年 1 月及び同年２月は 18 万円、同年３月から同年７月

までは 22万円、同年８月から同年 12月までは 24万円、５年１月は 28万円、

同年２月から同年６月までは 30 万円、同年７月から６年１月までは 32 万円、

同年２月から同年９月までは 34万円、同年 10月から８年１月までは 36万円、

同年２月から同年10月までは38万円、同年11月から９年６月までは36万円、

同年７月から 10年８月までは 41万円に訂正する必要がある。 

なお、事業主は、平成４年１月から 10 年８月までの上記訂正後の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成３年９月４日から 10年９月 30日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

事務所で勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に支給された

給与に見合う標準報酬月額よりも低いので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改訂又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額に

基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間のうち、平成４年１月から 10 年８月までの

標準報酬月額については、給与明細書において確認できる保険料控除額又は報

酬月額から判断すると、平成４年１月及び同年２月は 18 万円、同年３月から

同年７月までは 22万円、同年８月から同年 12月までは 24万円、５年１月は



28万円、同年２月から同年６月までは 30万円、同年７月から６年１月までは

32 万円、同年２月から同年９月までは 34 万円、同年 10 月から８年１月まで

は 36万円、同年２月から同年 10月までは 38万円、同年 11月から９年６月ま

では 36万円、同年７月から 10年８月までは 41万円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、平成３年９月から同年 12 月のオンライン記録上の

標準報酬月額と、給与明細書における保険料に相当する標準報酬月額が一致し

ていることから、記録の訂正は行わない。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、給与

明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額

と社会保険事務所（当時）で記録されている標準報酬月額が、申立期間のうち、

平成４年１月から 10 年８月までの期間にわたり一致していないことから、事

業主は、給与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額

を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6432 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格喪失日に係る記録を昭和 39 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年６月 25 日から同年７月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。申立期間にＣ支店からの異動はあったが、厚生年金保険料は控除され

ていたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された社歴、在籍期間証明書及び回答書

から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 39 年７月１日に同

社Ｃ支店から同社Ｄ営業第五部に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年５月の社会保険事務

所（当時）の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時の資料は保存期間経過により破棄しており提出できない

が、当時の手続に誤りは無いことから納付したと主張しているが、これを確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）



に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 6433 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ販売店におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 23 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を 600円とすることが必要である。  

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  :  

生 年 月 日 ： 大正７年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23年３月１日から同年４月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会をしたと

ころ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をも

らった。申立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、

申立期間も厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された経歴書、退職者索引簿及び回答書から判断すると、申立

人がＡ社に継続して勤務し（昭和 23 年３月１日に同社本社から同社Ｃ販売店

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 23 年４月の社会保険事務

所（当時）の記録から、600円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほか確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 6434 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記

録を昭和 43 年４月１日に、資格喪失日に係る記録を同年５月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を２万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  :  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年４月１日から同年５月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には、昭和 43年４月１日から継続して勤務していたので、申立期間も

厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された個人台帳及び在籍証明書、Ａ社からの回答書、並びに

雇用保険の加入記録から判断すると、申立人は、同社に昭和 43 年４月１日か

ら継続して勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ社では、「昭和 43年４月の１か月間については研修期間で、当該期

間は本社で被保険者資格を取得しなければいけないところ、手違いで取得手続

が行われなかった。また、厚生年金保険料は当月控除であり、本社で控除して

いたことは間違いない。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 43 年５月の社会保険事務

所（当時）の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立てどおりの届出を行っていないことを認めており、その



結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年４月の保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6436                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社における資

格喪失日に係る記録を昭和 48 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を７万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年３月 21日から同年４月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を

もらった。申立期間に同社本社から同社Ｃ事業所への異動はあったが、継続

して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の人事記録から判断すると、申立人が申立期間もＡ

社に継続して勤務し（昭和 48年４月１日に同社本社から同社Ｃ事業所に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48 年２月の社会保険事務

所（当時）の記録から、７万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかではないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 6437                 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、平成14年５月１日であ

ると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日

に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、13万4,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成14年３月31日から同年５月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を

もらった。同社に勤務していたことは間違いないので、申立期間も厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録では、申立人はＡ社において平成14年３月31日に厚生年金保

険被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社が保管していた申立人に係る「健康保険厚生年金保険

被保険者資格喪失確認通知書」をみると､申立人の資格喪失年月日欄には、

「平成14年03月31日」との記載があって、その後、二重線の上書きは無いもの

の、「03月31日」の上部に「５月01日」と記載されていることが確認できる。 

また､ Ａ社が保管していた申立人に係るＢ健康保険組合宛の「健康保険被

保険者資格喪失確認通知書」及びＣ厚生年金基金宛の「厚生年金基金加入員資

格喪失通知書」の資格喪失年月日欄には、それぞれ「平成14年03月31日」と一

度記載されたものが、「03月31日」の部分に二重線が上書きされ、その上部に

「05月01日」と訂正されていることが確認できる。 

さらに、雇用保険の記録から、申立人のＡ社における被保険者期間は、平成

９年８月28日から15年５月20日までであり、申立期間が含まれていることが確

認できる。 



加えて、申立人から提出された給与明細書によると、平成14年３月及び同年

４月の給与において､事業主により申立期間に係る厚生年金保険料を控除され

ていたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、事業主から社会保険事務所（当時）に対し、

申立人が平成14年５月１日に被保険者資格を喪失した旨の届出が行われてい

たものと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書及び平成14年２月の

社会保険事務所（当時）の記録から、13万4,000円とすることが妥当である。 



東京厚生年金 事案 6438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社における被保険者記録は、資格取得日は

昭和 49年４月 1日、資格喪失日は 52年９月１日とされ、当該期間のうち、同

年８月 20日から同年９月１日までの期間は厚生年金保険法第 75条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社本社に

おける資格喪失日を同年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年８月 20日から同年９月１日まで 

昭和 52 年９月１日付けでＡ社本社から同社Ｃ支店に転勤した際、本社か

ら資格喪失日が同年８月 20 日である旨の誤った届出が社会保険事務所（当

時）に提出されていた。Ｂ社では、平成 21年 10月に誤りに気付き、社会保

険事務所に当該資格喪失日に係る記録の訂正の届出を行ったが、既に２年以

上経過していたため、厚生年金保険料は時効により納付できず、当該記録訂

正は行われたものの、厚生年金保険の給付に反映されていないので、厚生年

金保険が給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出された人事記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人

はＡ社に昭和 43年４月１日から申立期間も継続して勤務し（昭和 52年９月１

日に同社本社から同社Ｃ支店へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 52 年７月の社会保険事務



所の記録及び厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書から、15万円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して誤って

提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認

めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



東京厚生年金 事案 6439                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 63年 10月 16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 16万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年９月 29日から同年 10月 16日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を

もらった。同社に勤務していたことは間違いないので、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る「適格年金団体年金一時金給付決定原簿」

並びに申立人から提出された「昭和 63年分退職所得の源泉徴収票特別徴収票」

及び「昭和 63年 10月分給与明細書」により、申立人が昭和 63年 10月 15日

まで継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の報酬額及び厚生年

金保険料の控除額から、16万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は資料が無く不明としているが、社会保険事務所（当時）

の記録におけるＡ社の資格喪失日が、健康保険の資格喪失日及び雇用保険の離

職日の翌日と一致しており、公共職業安定所及び社会保険事務所の双方が誤っ

て同じ資格喪失日と記録したとは考え難いことから、事業主が昭和 63 年９月

29 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年９月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場



合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6440 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 43 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

                              

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男       

    基礎年金番号 ：       

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生        

    住    所 ：       

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月１日から同年 11月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。申立期間につい

ては、支店間の異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。       

                         

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社から提出された人事記録及び在職証明書から判断

すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 43年 10月１日にＡ社Ｃ支店

から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 43年 11月オンライン記録

から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 6441 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支社（現在は、Ａ社）に係る被保険者記録は、資格取得日が

昭和 47 年４月１日、資格喪失日が 48 年 11 月１日とされ、当該期間のうち、

同年 10月 11日から同年 11月１日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の

同社同支社における資格喪失日を同年 11 月１日とし、申立期間の標準報酬月

額を８万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男       

    基礎年金番号 ：           

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生    

    住    所 ：          

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月 11日から同年 11月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。申立期間につい

ては、異動はあったが、厚生年金保険料を控除されていたので、被保険者期

間として認めてほしい。      

                         

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保有する人事記録及び健康保険組合の記録から判断すると、申立人は、

同社に継続して勤務し（昭和 48年 11月１日にＡ社Ｂ支社から同社Ｃ支店に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48 年９月のオンライン記

録から、８万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、社会保険事務所（当時）に対して、申立人の同社Ｂ支社における資格喪失



日を誤って昭和 48年 10月 11日と届け出たため、申立人に係る同年 10月の保

険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 



東京厚生年金 事案 6442 

      

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日を平成 16年 10月 16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

                            

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女        

    基礎年金番号 ：           

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生             

    住    所 ：          

                                 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年９月 15日から同年 10月 16日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。申立期間も

同社に勤務し、保険料を控除されていたので、厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。       

           

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された「アルバイト賃金明細書」、申立人の退職願及び雇用保

険の記録により、申立人が平成 16年６月 16日から同年 10月 16日までＡ社に

継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。   

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額については、上記「アルバイト賃金明細書」

における保険料控除額から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は、申立人のＡ社における資格喪失日を誤って平成 16年９月 15日として届け



出ており、申立人に係る同年９月の保険料を納付していないことを認めている

ことから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年９月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。            



東京厚生年金 事案 6443 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成元年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 32 万円とすることが

必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年３月 31日から同年４月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。申立期間の

保険料控除が確認できる給料支払明細書があるので、申立期間について、厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が保有する平成元年４月の給料支払明細書及びＡ社から提出された

タイムカードの記録により、申立人が、同社に昭和 59年４月 24日から平成元

年３月 31 日まで継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給料支払明細書の保険料控除額

から、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、当時の資料が無いため、不明であるとしているが、事業主が申立人の資格

喪失日を平成元年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）

がこれを誤って同年３月 31 日と記録することは考え難いことから、事業主が

同日を申立人の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る平成元年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した



場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6444            

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間に係る標準賞与額の記録を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：               

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生    

    住    所 ：     

                                 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 平成 18年 12月 10日               

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

法人に勤務した期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が無かった。同法

人は、既に社会保険事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料を時効

により納付できず、申立期間の記録は給付に反映されていないので、給付さ

れるよう記録を訂正してほしい。 

                              

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ法人から提出された所得税源泉徴収簿及び給料支払明細書（控）により、

申立人は、平成 18年 12月 10日支給の賞与から、30万円の標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。             

また、申立期間に係る標準賞与額については、所得税源泉徴収簿等の保険料

控除額から、30万円とすることが妥当である。        

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ法

人は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出してい

なかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。  



東京厚生年金 事案 6445            

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間に係る標準賞与額の記録を 18万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：     

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生  

    住    所 ：     

                                 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 平成 18年 12月 10日               

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

法人に勤務した期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が無かった。同法

人は、既に社会保険事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料を時効

により納付できず、申立期間の記録は給付に反映されていないので、給付さ

れるよう記録を訂正してほしい。 

                              

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ法人から提出された所得税源泉徴収簿及び給料支払明細書（控）により、

申立人は、平成 18年 12月 10日支給の賞与から、18万 5,000円の標準賞与額

に基づく厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。             

また、申立期間に係る標準賞与額については、所得税源泉徴収簿等の保険料

控除額から、18万 5,000円とすることが妥当である。        

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ法

人は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出してい

なかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6446  

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成４年 12月１日から５年８月 30日までの期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であ

ったことが認められることから、申立人の標準報酬月額を４年 12 月から５年

５月までを 26万円、同年６月及び同年７月を 22万円に訂正することが必要で

ある。     

また、申立期間のうち、平成５年８月 30日から同年 10月１日までの期間に

ついては、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年 10 月１

日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 17万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男      

    基礎年金番号 ：           

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生          

    住    所 ：        

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 12月１日から６年３月１日まで  

  厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に勤務していた期間のう

ち、平成４年 12月１日から５年８月 30日までの期間については、標準報酬

月額が実際にもらっていた給与に見合うものと相違し、同年８月 30 日から

６年３月１日までの期間については、厚生年金保険の加入記録が無かったの

で、記録を訂正してほしい。 

                    

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、平成４年 12月１日から５年８月 30日までの期間に係る

申立人の標準報酬月額については、オンライン記録では、当初、４年 12 月

から５年５月までの期間は 26万円、同年６月及び同年７月は 22万円と記録

されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成

５年８月 31 日）の後の７年３月３日付けで、申立人を含む３人について、

４年 12 月１日に遡及
そきゅう

して標準報酬月額が減額処理され、申立人の場合、当

該期間に係る標準報酬月額が 20万円に減額処理されている。    



また、申立人は、Ａ社に事務職員として勤務していたが、上記の減額処理

については、知らなかったと供述し、同僚一人も、申立人は社会保険等の手

続に関与していなかったと供述している上、商業登記簿により、申立人が同

社の役員ではなかったことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立期

間のうち平成４年12月１日から５年８月30日までの期間に係る標準報酬月

額を遡及
そきゅう

して減額処理する合理的理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記

録訂正があったとは認められず、当該期間に係る申立人の標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た、４年 12 月から５年５月までの期

間は 26万円、同年６月及び同年７月は 22万円とすることが必要である。 

  ２ 申立期間のうち、平成５年８月 30日から同年 10月１日までの期間につい

ては、雇用保険の加入記録により、申立人が当該期間にＡ社に勤務していた

ことが確認できる。          

また、同僚が保管する給与明細書により、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたこと、及び当該期間に係る保険料控

除額は、平成５年７月の標準報酬月額よりも４等級低い標準報酬月額に見合

う保険料であったことが確認できる。       

これらのことから、申立人においても、上記同僚と同様に、平成５年７月

の標準報酬月額（22 万円）より４等級低い標準報酬月額に見合う保険料を

控除されていたと考えられる。したがって、申立人の同年８月及び同年９月

の標準報酬月額は、17万円とすることが妥当である。     

一方、オンライン記録では、Ａ社は、平成５年８月 31 日に厚生年金保険

の適用事業所でなくなっているものの、同社は法人事業所であり、同僚の雇

用保険の加入記録及び供述から一人以上の従業員が常時勤務していたこと

が確認できることから、同日以後も厚生年金保険法に定める適用事業所の要

件を満たしていたものと判断される。    

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主と連絡が取れないものの、事業主は、平成５年８月及び同年９月におい

て適用事業所でありながら、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行って

いなかったと認められることから、事業主は、当該期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。    

  ３ 申立期間のうち、平成５年 10 月１日から６年３月１日までの期間につい

ては、雇用保険の加入記録により、申立人が当該期間の一部において、Ａ社

に勤務していたことが確認できるが、申立人及びその同僚は、厚生年金保険

料控除があったことを確認できる給与明細書等を保管していないことから、

当該期間に係る厚生年金保険料控除について確認することができない。     

また、Ａ社は、オンライン記録では、既に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっている上、事業主と連絡が取れず、当該期間に係る保険料控除につい



て確認することができない。    

このほか、平成５年 10 月１日から６年３月１日までの期間に係る厚生年

金保険料の事業主による給与からの控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、平成５年 10 月１日

から６年３月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 6447（事案 2869の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間の標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届

け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間に

おける標準報酬月額の記録を 53万円に訂正することが必要である。          

                               

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女    

    基礎年金番号 ：       

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生     

    住    所 ：               

      

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から同年７月１日まで 

    オンライン記録では、取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、申立期間

の標準報酬月額が８万円となっている。申立期間中は 150万円の報酬を受け

ていたので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。        

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ａ社は既に解散し、事業主は、申立人に

関する資料を保管しておらず、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを確認できなかったことから、既に当委

員会の決定に基づく平成21年７月15日付け総務大臣の年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。       

しかしながら、当初の決定後に、オンライン記録において、申立期間に係る

標準報酬月額についても、当初、53 万円と記録されていたところ、当該事業

所が適用事業所に該当しなくなった日（平成５年２月 28 日）の後の平成５年

３月８日付けで、３年７月１日にさかのぼって標準報酬月額が８万円に減額処

理されていることが判明した。  

一方、商業登記簿により、平成４年６月 30 日に申立人はＡ社の役員を辞任

したことが確認でき、オンライン記録から、同年７月１日に厚生年金保険の被

保険者資格を喪失していることが確認できることから、申立人は上記の減額処

理に関与していなかったものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、平成４年

４月から同年６月までの期間に係る標準報酬月額をさかのぼって減額処理を

行う合理的な理由は無く、当該期間の標準報酬月額について有効な記録訂正が



あったとは認められないことから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53万円とすることが必要である。   



東京厚生年金 事案6448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和49年８月31日から同年９月１日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年９月１日に

訂正し、当該期間の標準報酬月額を12万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和37年５月中旬から同年６月１日まで 

             ② 昭和49年８月31日から同年９月１日まで 

             ③ 昭和49年９月１日から同年９月６日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申

立期間①から③までの期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。入

社した時期は定かではないが、Ａ社には継続して勤務していたので、申立期

間①から③までの期間について厚生年金保険の被保険者期間であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、申立期間②については、給料精算書及び雇用保険の加入記

録により、申立人がＡ社に昭和49年８月31日まで継続して勤務し、申立期間②

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、昭和49年８月分の給料計算書

の保険料控除額から、12万6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和49年９月１日と

届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年８月31日と誤

って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、



その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年８月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、同月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 一方、申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てて

いるところ、同社へ入社した時期は定かではないと供述している。 

そして、Ａ社では、当時の人事記録等が残っていないので、申立人の申立期

間①に係る勤務の実態及び厚生年金保険料の給与からの控除について確認す

ることができないと回答している。 

また、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間①当時、同社におい

て厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる複数の同僚からも、申立

人が申立期間①について同社に勤務していた旨の供述を得ることはできなか

った。 

さらに、Ａ社及び上述の同僚は、「当時、入社後１か月前後の試用期間があ

り、当該期間については厚生年金保険に加入させない取扱いだった。」と供述

しており、このことは、被保険者名簿の記録において、当該同僚が入社したと

供述している日から、おおむね１か月後に厚生年金保険の被保険者資格を取得

していることが確認できることからもうかがうことができる。 

このほか、申立人について申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

他方、申立期間③について、Ａ社の当時の代表者は、申立人の退職日は昭和

49年８月31日であると記憶している旨供述している上、同社の被保険者名簿で

確認できる従業員からは、申立人の申立期間③に係る勤務状況及び退職日等に

ついて供述を得ることはできなかった。 

また、申立人に係る雇用保険の加入記録から、申立人の離職日は昭和49年８

月31日であることが確認できるところ、厚生年金保険法第14条においては、「資

格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日」とされているこ

とから、申立人の資格喪失日は、同年９月１日であり、申立人の主張する同年

９月１日から同年９月６日までの期間は、厚生年金保険の被保険者期間とはな

らないものと考えられる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案6449 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和20年３月23日から同年４月１日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を昭和20

年３月23日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を110円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和20年３月23日から同年４月１日まで 

             ② 昭和20年８月16日から同年12月29日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②について加入記録が無いことが

分かった。申立期間①及び②についても同社に勤務していたので、当該期間

について厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、申立期間①については、Ａ社から提出のあった同社社会保

険台張及び総務担当者の供述等から判断すると、申立人は、同社に継続して勤

務し（昭和20年３月23日に同社本社から同社Ｂ工場に異動）、申立期間①に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和20年４月の社会保険事務

所（当時）の記録から、110円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなか

ったことを認めていることから、事業主が社会保険事務所（当時）の記録どお



りの資格の取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和20年３月の保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間

①に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間②について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立ててい

る。 

しかし、Ａ社では、当時の人事記録等が残っていないので、申立人の申立期

間②に係る勤務の実態及び厚生年金保険料の給与からの控除について確認す

ることができないと回答しており、また、同社に係る厚生年金保険被保険者名

簿から、申立期間②前後に同社において厚生年金保険の被保険者であったこと

が確認できた複数の同僚からも、申立人が申立期間②について同社に勤務して

いたことがうかがえる供述を得ることはできなかった。 

また、Ａ社の厚生年金保険被保険者台帳の資格喪失の原因欄には、申立人が

解雇された旨の記載が確認でき、同社から提出のあった社史には、申立期間②

のころ、約5,000名いた従業員のうち、約4,500名について人員整理が行われた

旨の記述があることが確認できる。 

さらに、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に欠番等

は見られず、社会保険事務所（当時）の事務処理に不自然さはみられない 

このほか、申立人について申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案6450 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における資格喪失日に係る記録を昭和42

年10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万3,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和42年９月30日から同年10月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、

申立期間について１か月の空白期間が生じていることが分かった。昭和42

年９月末日までＡ社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立てに係る事業所から提出のあった辞令により、

申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社における申立期間当時の社会保険事務担当者の供述によると、同

社では当時の保険料控除は当月控除であり、申立人の昭和42年９月分の給与か

ら保険料を控除していたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和42年８月の社会保険事務所

（当時）の記録から、３万3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は保険料を納付したか否かは不明としているが、事業主が資格喪失

日を昭和42年10月１日として届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）

がこれを同年９月30日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同



日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年

９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案6451 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和40年10月18日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万9,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和40年10月18日から同年11月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、

昭和40年10月18日から同年11月１日までの期間が未加入となっている旨の

回答をもらった。入社以来、関連会社への異動はあったものの、45年４月10

日までＢ社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立てに係る事業所から提出のあった在籍証明書及

び社員原簿並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ｂ社及び同社の

関連会社であるＡ社に継続して勤務し（昭和40年10月18日にＢ社からＡ社に

出向し、44年４月１日に復帰）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和40年11月の社会保険事務

所（当時）の記録から、３万9,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当



時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案6452 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を、

平成４年１月から同年９月までの期間は44万円、同年10月は47万円に訂正する

ことが必要である。 

また、申立人は申立期間のうち、平成４年11月30日から６年11月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年11月１

日に訂正し、当該期間に係る標準報酬月額を47万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成４年１月１日から同年11月30日まで 

② 平成４年11月30日から６年11月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間①については、給与支払明細書等によ

り、厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料

に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、正しい記録に

訂正してほしい。 

また、申立期間②については、給与支払明細書等により、同社に継続して

勤務していたことと、厚生年金保険料が給与から控除されていたことが確

認できるので、当該期間について厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人から提出のあった給与所得の源泉徴収票及び

雇用保険の加入記録により、申立人は申立期間についてＡ社に継続して勤務し

ていたことが認められる。 



一方、オンライン記録では、当初、申立人の申立期間の標準報酬月額は平成

４年１月以降の期間は44万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の

適用事業所でなくなった日（平成４年11月30日）の後の５年１月７日付けでさ

かのぼって、申立人の４年１月から同年10月までの期間に係る標準報酬月額が

20万円と引き下げて記録されていることが確認できる。 

また、申立人と同様に、平成５年１月７日付けで、標準報酬月額がさかのぼ

って記録された者が複数名確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の標準報酬月額の記録処理をさかのぼ

って行う合理的理由は見当たらず、申立期間の標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額は、平成４年１月から同年９月までの期間は44万円、同年10月は給与所得の

源泉徴収票における保険料控除額から47万円に訂正することが必要である。 

申立期間②については、申立人から提出のあった給与所得の源泉徴収票及び

給与支払明細書並びに雇用保険の加入記録により、申立人は平成６年10月31日

までＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

なお、オンライン記録によれば、Ａ社は申立期間において適用事業所として

の記録が無い。しかし、商業登記簿の記録から、申立期間においても法人格を

有しており、常時従業員が勤務していたことが確認できることから、厚生年金

保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、給与支払明細書及び給与所

得の源泉徴収票における保険料控除額から、47万円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立期間においてＡ社は厚生年金保険の適用事業所であり

ながら、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認められ

ることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



東京厚生年金 事案6453 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和35年９月15日から36年４月９日まで 

             ② 昭和36年４月９日から38年２月８日まで 

平成20年６月に、ねんきん特別便を見て、脱退手当金の支給記録があるこ

とを初めて知った。 

しかし、脱退手当金を請求した記憶も、もらった記憶も無いので、脱退手

当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間における最終事業所での申立人の厚生年金保険被保険者期間が脱

退手当金の請求要件である24か月に満たない22か月であるとともに、当該事業

所の厚生年金保険被保険者名簿に記載されている女性被保険者のうち、申立人

の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和38年２月８日の前後２年以内

に資格喪失した者７名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、脱退手当金

の支給記録がある者は申立人のみであることを踏まえると、事業主が申立人の

委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立人が最初に勤務した

事業所に係る被保険者期間については、その計算の基礎とされておらず未請求

となっているが、これを申立人が失念するとは考え難い。 

さらに、申立期間における最終事業所での申立人の厚生年金保険被保険者名

簿には、脱退手当金を支給したことを表す「脱」表示が無いほか、当該名簿の

記録には不自然な点が見られるなど、一連の事務処理が適切に行われていたと

は認め難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期



間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



東京厚生年金 事案 6456 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における申立人の厚生年金保険被保険者記

録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 42 年４月１日）及び資格取得日

（43 年１月８日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を２万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月１日から 43年１月８日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所（当時）に照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社には、昭和 41年３月から継続して勤務し、申立期間中、厚生年

金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録によると、Ａ社において、昭和 41年３月 22日に

厚生年金保険の被保険者資格を取得し、42 年４月１日に資格を喪失後、43 年

１月８日に同社において再度資格を取得しており、42年４月１日から 43年１

月８日までの申立期間の被保険者記録が無い。 

しかしながら、Ａ社において、昭和 43 年１月８日に資格を取得した元同僚

及び同年２月１日に資格を取得した現在の代表者の｢申立人は、自分より前に

同社に在籍していた｣旨の供述から判断すると、申立人は、申立期間において

同社に継続して勤務していたことが認められる。 

そして、Ａ社の元社会保険担当者は、「申立人は、在籍中、正社員として家

電製品の修理を担当しており、勤務形態や業務内容等に変更はない｣旨供述し

ている。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 42

年３月のオンライン記録から、２万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、当時の事業主は既に死亡しており、不明であるが、事業主から

申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわ

らず、社会保険事務所（当時）がこれを記録することは考え難いことから、事

業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行ってお

り、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 42 年４月から同年 12

月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6457 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年

金保険の標準報酬月額は、申立人の主張する標準報酬月額であったと認められ

ることから、申立人の標準報酬月額を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 12月１日から４年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所（当時）に照会したと

ころ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与

から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分

かった。同社では、システム開発業務担当の取締役であり、厚生年金保険

関係事務に関与する立場ではなかったので、申立期間の標準報酬月額を正

しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額は、オンライン記録において、平成４年１月 30 日付

けで、２年 12 月から４年４月までは 53 万円が 30 万円に減額処理されている

ことが確認できる。 

一方、申立人が提出した給与明細書において、社会保険事務所（当時）に当

初記録されていた標準報酬月額である 53 万円に見合う保険料が控除されてい

ることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、Ａ社において、平成４年１月 30日付けで、

標準報酬月額が遡及
そきゅう

訂正された者は、申立人及び代表取締役の計二人であり、

いずれも２年 12 月１日にさかのぼって減額処理されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の当時の同僚（取締役）及び経理担当課長からは、当該訂正処

理のとおり給与が減額されていたことをうかがわせる供述は得られなかった

上、当時の同僚は、「社会保険料の滞納があり、給料の遅配もあった」旨供述

している。 

なお、Ａ社の複数の同僚は、「申立人は、当時、システムエンジニアであり、



厚生年金保険事務や経理に係る職務への関与や影響力はなかった」旨供述して

いる。 

これらを総合的に判断すると、平成４年１月 30 日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正

処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所（当時）が行った当該

処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。この

ため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、２年 12 月

から４年４月までは 53万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 6458 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 50年 11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 19万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年９月１日から同年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所（当時）に照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。申立期間中、社内異動はあったが同社には継続して勤務し、厚生年金

保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の厚生年金基金の加入記録、同社の健康保険組合の加入記録及び同社の

代表者の「申立人は、昭和 38年４月から平成 13年３月まで長期間にわたり弊

社に正社員として勤務し、役員まで務めており、途中で２か月退職することは

あり得ない」旨の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭

和 50年９月１日から 53年１月 10日まで同社からＢ社に出向し、その後、Ａ

社に出向復帰）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

なお、申立人のＡ社からＢ社への異動日については、申立人が昭和 50 年９

月１日に転勤辞令を受け、引継等を行った後、同年 11 月１日ごろに転勤した

としていること、同社の厚生年金基金の加入記録によると、申立人は、同年

11月１日にＡ社で資格を喪失し、同日にＢ社で資格を取得していることから、

同年 11月１日とすることが妥当である。 



また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 50

年８月のオンライン記録から、19万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としているが、社会保険事務所（当時）の記録に

おけるＡ社の資格喪失日が雇用保険の記録における離職日の翌日と同日にな

っており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って資格喪失日及び

離職日を記録したとは考え難いことから、事業主が昭和 50 年９月１日を資格

喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月及び

同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6459 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ研究所における資格取得日に係

る記録を昭和 43年２月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年２月 21日から同年３月 21日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所（当時）に照会したとこ

ろ、Ａ社Ｂ研究所に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回

答をもらった。申立期間中、社内異動はあったが同社には継続して勤務し、

厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出のあった人事記録から、申立人は、同

社に継続して勤務し（昭和 43年２月 21日に同社Ｃ工場から同社Ｂ研究所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ研究所における

昭和 43年３月のオンライン記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人の資格取得に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

誤って提出し、申立人の申立期間に係る保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 6461    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 47年 10月 26日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を同年 10月及び同年

11月については６万円、同年 12月については７万 6,000円とすることが必要

である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等     

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

       生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月から 48年１月 22日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社には、昭和 47年 10月から勤務し、給与支払明細書では、厚生年

金保険料が控除されているので、申立期間について、被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立人が昭和 47年 10月 26日からＡ社に勤務し

ていることが確認でき、申立人が所持する同社の給与支払明細書から、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。     

    また、申立期間の標準報酬月額については、前述の給与支払明細書に記載さ

れる厚生年金保険料の控除額から、昭和 47年 10月及び同年 11月は６万円、

同年 12月は７万 6,000円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 6462  

                     

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における資格

喪失日に係る記録を昭和 46年８月 16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

６万 4,000円とすることが必要である。  

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年６月 17日から同年８月 16日まで 

厚生年金保険の加入記録について社会保険事務所（当時）に照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いことが判

明した。同社には昭和 37 年４月から継続して勤務していたので、申立期間

について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険の加入記録、Ｂ社の人事部門業務を代行しているＤ社提出の

申立人に係る人事記録から判断すると、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務

し（昭和 46年８月 16日に同社Ｃ工場から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 46年５月のオンライン記録か

ら、６万 4,000円とすることが妥当である。    

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申

立期間に係る申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 6463                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格

取得日に係る記録を昭和 42年３月 19日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 42年３月 19日から同年４月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社で勤務した期間のうち申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。申立期間に支店間の異動はあったが、同社には継続して勤務し、厚生年

金保険料が控除されていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が保管する職員原簿から、申立人はＡ社に継続し

て勤務し（昭和 42年３月 19日に同社Ｄ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 42年４月の社会保険事務所（当

時）の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 6366                          

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年７月１日から 34年７月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。

同期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に勤務していた複数の元従業員の回答から、申立人が申立期間において

同社に勤務していたことはうかがわれる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は昭和 29年 10月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間の一部については厚生年金保険

の適用事業所ではないことが確認できる。 

また、当時の事業主に照会したものの、同社は既に特別清算されており、申

立期間当時の資料は保存していない上、当時の事務担当者は既に死亡しており、

申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況や保険料の控除等につい

て不明であると供述している。 

さらに、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間当時に厚生年金保

険の被保険者資格を有する複数名の従業員のうち、申立人と同様の業務に就い

ていた同僚は１名のみであるが、当該同僚は、「昭和 33 年 10 月に入社後、当

初はお手伝いさんみたいなものであり、しばらくしてから厚生年金保険の資格

を取得したようである。」と供述しており、申立人と同日の 34年７月１日付け

で同社において厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認でき

る。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6367                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年１月 10日から同年 10月 15日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同期間が厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書、Ａ社から提出された雇用契約書、賃金台

帳及び雇用保険の加入記録から、申立人が、申立期間においてＡ社に勤務して

いたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社の総務担当者は、同社では、職員の個別勤怠状況等を考

慮して入社から相当期間経過後、厚生年金保険に加入させており、申立人は平

成 15年 10月に加入させた旨を供述している。 

また、Ａ社から提出された申立人の申立期間に係る賃金台帳の写し及び申立

人から提出された給与明細書の写しによると、申立期間における申立人の厚生

年金保険料が事業主により給与から控除されていないことが確認できる。 

さらに、同僚２名についても、入社後すぐには厚生年金保険に加入してはい

なかったと回答している。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6372 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年 12月 20日から 30年 11月 10日 

             ② 昭和 30年 12月 11日から 34年 12月 15日 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間①及びＢ社に勤務していた期間②の厚生年金保険の

加入記録が無い旨の回答をもらった。いずれの会社にも勤務していたことは

間違いないので、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は昭和 28年 12月 20日から 30年 11月 10

日までＡ社に勤務していたと申し立てており、申立期間当時の申立人の業務

に係る詳しい記憶等から、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務

していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は既に解散し、当時の代表者は死亡しており、申立人

は、同社における上司や同僚等の名前を記憶していないことから、申立人の

勤務の実態や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社に係る被保険者名簿から、申立期間当時、同社に入社し厚生年

金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したところ、申

立人のことを明確に記憶する者はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

２ 申立期間②については、申立人は、申立期間にＢ社で勤務し、厚生年金保

険に加入していたと申し立てており、申立期間当時の申立人の業務に係る詳

しい記憶、及び一緒に勤務していた申立人の実兄の供述から、期間は特定で



 

きないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所（当時）の記録によれば、Ｂ社は、昭和

41年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は、

適用事業所とはなっていないことが確認できる。 

また、Ｂ社の所在地を管轄する法務局の商業登記簿謄本の記録では、同社

は既に解散しており、当時の代表者に連絡を取ることができなかった。 

そこで、Ｂ社に係る被保険者名簿により、昭和 41 年４月１日以前から同

社に勤務していたと思われる複数の同僚に問い合わせたところ、同社が厚生

年金保険の適用事業所となる前に給与から厚生年金保険料を控除されてい

た記憶は無いと供述している。 

さらに、申立人は、実兄とともにＢ社に勤務していたと申し立てているが、

実兄には同社での厚生年金保険の被保険者記録は無く、同社では厚生年金保

険に入っていなかったと供述している。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6373 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10月１日から 14年 10月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ

社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうちの申立期間の標準報酬月額が､

実際の給与の総額に相当する標準報酬月額と異なっていた。当時の給与明細

書を提出するので､正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった申立期間に係る給与明細書により、給与から控除さ

れている厚生年金保険料額は、社会保険事務所（当時）に記録されている標準

報酬月額から算出された保険料額を超えるものではなく、実際の給与支給額か

ら算出された保険料額ではないことが確認できる。 

また、Ａ社では、従業員に支払った給与支給額から時間外手当を差し引いた

額に相当する報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出ていたと回答してい

る。 

このため、事業主は、実際の給与支給額よりも低い報酬月額を社会保険事務

所（当時）に届け出ていたことが推認され、申立期間の申立人の給与において、

社会保険事務所の記録どおりの標準報酬月額から算出した厚生年金保険料を

控除していたものと認められる。 

このほか、申立人のオンライン記録上の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料額以上の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6374 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年９月 21日から 36年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には、同僚と共にＢ社に移るまで、２年くらい勤務したので、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 34 年４月６日から同僚と共にＢ社に移るまで、２年くらい

Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人が一緒に入社し、同時に退

職したと主張している同僚のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失

日は、申立人と同日の昭和 34年９月 21日となっている。 

また、当該同僚は、申立人と共にＡ社からＢ社へ移ったとしており、その経

緯については、Ａ社入社４か月後くらいに、自ら希望して変わったが、Ｂ社に

勤務した期間は短く、すぐに他の事業所へ勤務（被保険者資格取得日は昭和

35 年１月 20 日）したと供述している。このことから判断すると、申立人は、

申立期間においてはＢ社で勤務していたものと認められる。 

さらに、社会保険事務所（当時）の記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適

用事業所となったのは、昭和 36 年１月１日であり、申立人が主張する申立期

間において同社は、厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

加えて、Ｂ社の申立期間当時の担当者は、厚生年金保険の適用事業所となる

前の期間において、厚生年金保険料の控除は無いと供述している。 

なお、Ａ社は、申立人に係る在籍証明書を発行しているが、当該証明書につ

いては、申立人に頼まれて証明したものであり、申立人が同社に勤務したこと



 

は申立期間当時の代表者の妻の供述から確認できたものの、資料を保有してい

ないことから、申立人の在籍期間については明らかではないと回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6375 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月 26日から 59年９月 26日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社には、夫と同一期間の昭和 59年９月 26日まで継続して勤務して

おり、申立期間のうち 58年９月１日から 59年 10月 31日まではＢ社Ｃ支社

と申立てに係る事業所の２社で勤務していた。夫と同一期間勤務したことは

間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に昭和 59年９月 26日まで勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社が委託している社会保険労務士から提出のあった「健康保

険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」から、同社における申立人の厚生

年金保険の被保険者資格喪失届は昭和 58 年１月 26 日付けで、健康保険証添付の

上、同年２月 16 日に提出されていること、また、「健康保険被扶養者届」から、

申立人が同年１月 26日付けで同社に勤務していた夫の被扶養者に認定され、被扶

養者になった事由欄に「退職」の記入があることが確認できる。 

また、雇用保険の記録においても、申立人はＡ社を昭和 58 年１月 25 日に離職

していることが確認でき、厚生年金保険の被保険者資格の喪失日と一致している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6383                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月から 37年４月まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務した期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務してい

たことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立期間当時の資料を保存していない上、申立人は、同社における

上司や同僚等の氏名を記憶していないため、同社やこれらの者から申立人の勤

務実態や厚生年金保険への加入の取扱いについて確認することができない。 

そこで、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から従業員 13 人に対し、申

立人の勤務の状況等について照会したところ、回答が得られた 10 人のうち、

２人は、勤務期間は定かではないが、申立人は同社に勤務していたと思うとし、

残りの８人は、申立人についての記憶が無いとしている。 

さらに、上記 10 人のうち、Ａ社の入社日が確認できる７人は、厚生年金保

険料の控除については覚えていないとしているが、上記被保険者名簿から、入

社して最短で２か月後、最長で 19 か月経過後に厚生年金保険に加入している

ことが確認でき、このため、同社では、入社してから相当期間経過後に厚生年

金保険に加入させる取扱いを行っていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における事業主による厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6384                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年１月４日から同年３月２日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を

もらった。申立期間も保険料を控除されていたと思うので、厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持している「昭和 39 年分給与所得の源泉徴収票」及びＡ事務所

から提出があった「昭和 39年分給与所得退職所得に対する所得税源泉徴収簿」

から、申立人が申立期間において同事務所に勤務していたことが確認できる。 

しかし、上記源泉徴収簿により、申立期間に係る厚生年金保険料は給与から

控除されていなかったことが確認できる。 

また、Ａ事務所が保管している申立人に係る「健康保険厚生年金保険被保険

者資格取得確認および標準報酬決定通知書」から、申立人は、昭和 39 年３月

２日に同事務所において厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確

認できる。 

このほか、申立人の申立期間における事業主による厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6389 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険第４種被保険者として厚生年金

保険料を納めていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 12月から 56年６月まで   

社会保険事務所（当時）の記録では、申立期間について厚生年金保険の加

入記録が無いが、Ａ社を退職後、引き続き被保険者となるため、毎月３万円

の保険料を支払った記憶があるので、申立期間を厚生年金保険の第４種被保

険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時に申立人が居住していた住所地を管轄する社会保険事務所（当

時）が保管する厚生年金保険第４種被保険者の索引票及び名簿に申立人の氏名

の記載が無く、当該索引票及び名簿に欠番は無い。 

また、申立人は、「Ａ社を退職後、社会保険事務所（当時）で第４種被保険

者の資格取得の手続を行い、毎月保険料を支払っていたが、昭和 56 年６月に

保険料納付が一日遅れたため、被保険者資格が取り消された。」と供述してい

るが、旧厚生年金保険法第 17 条第１項第５号によると、第４種被保険者が保

険料を滞納した場合は、同法第 86 条第１項に規定する督促状により指定され

た期限までにその保険料を納付しないとき、第４種被保険者資格を喪失すると

規定されており、毎月の保険料納付が一日遅れたことにより被保険者資格が取

り消されることはない。 

さらに、申立人が、申立期間について厚生年金保険第４種被保険者の保険料

を支払っていたとする事実を確認できる資料は無く、申立人及び申立人の配偶

者が記憶している、申立人が支払っていたとする保険料の金額も、申立期間の

第４種被保険者の保険料を納付した場合の額と異なっており、ほかに保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



 

人が厚生年金保険第４種被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を納

付していたことを認めることはできない。     



 

東京厚生年金 事案 6390 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 47年３月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤

務していたことは確かなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の代表者の供述から、退職月の特定はできないものの、申立人は申立期

間当時、同社に勤務していたことは推認できる。 

一方、Ａ社は、社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の適用事業所として

の記録は無い。 

このことについて、Ａ社の代表者（申立期間当時は従業員）は、「申立期間

当時から現在まで、同社は厚生年金保険に加入したことはなく、従業員の給与

から厚生年金保険料を控除したこともない。」と供述しており、オンライン記

録から、当該代表者は、同社において厚生年金保険に加入していないことが確

認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6391 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

            

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月から 57年２月まで              

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間について厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答を

もらった。勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における同僚の供述から、勤務の期間は特定できないが、申立人は、申

立期間当時、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、当時の従業員や厚生年金保険に関する資料を保有していな

いため、申立人の申立期間に係る勤務の実態や厚生年金保険料の控除について

確認することはできないが、同社の厚生年金保険の加入手続は、当時から基金

を通じて行っており、複写式の様式を使用して届出していることから、基金の

加入記録が無ければ同社において厚生年金保険に加入していることはないと

回答しているところ、同社が加入していたＢ厚生年金基金に申立人の加入記録

は無い。 

また、申立人のことを記憶していた一人の同僚は、「申立人は、確かにＡ社

で勤務していたが、厚生年金保険のことについては分からない。」と回答して

いる。 

さらに、申立人が氏名を記憶しており、申立人と同じ場所で勤務していたと

する同僚については、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿に氏名が無く、連絡先

も不明である。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6392 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

            

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年３月から 32年４月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間の加入記録が無い旨の回答を得た。実際に勤務してい

たので、当該期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録から、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和

36年１月４日であり、申立期間は適用事業所となっていない。 

また、Ａ社は既に解散しており、代表者の連絡先は不明のため、会社及び代

表者から申立人の申立期間に係る勤務の実態や厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

さらに、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿から、複数の従業員に照会したと

ころ、申立人のことを記憶している者はいない上、二人の従業員が、昭和 28

年ごろ又は 33年ごろに同社に入社したと供述しているが、両者とも 36年１月

４日に同社において厚生年金保険に加入している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。  



 

東京厚生年金 事案 6393 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

            

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月から 29年２月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答を

もらった。同社に勤務していたのは確かなので、申立期間について厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の従業員の供述により、勤務の期間は特定できないが、申立人が

申立期間当時、同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、社会保険事務所（当時）の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所となったのは昭和 29 年２月１日であり、申立期間は適用事業所とな

っていない上、同社の複数の従業員は、「当時のＡ社は、個人経営の事業所で

あったため、厚生年金保険には加入していなかったし、厚生年金保険料の控除

も無かった。」と供述している。 

また、当該複数の従業員のうちの一人は、「申立人は、Ａ社の関連会社であ

るＢ社又はＣ社で厚生年金保険に加入している可能性がある。」と供述してい

るところ、Ｂ社の厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は無く、オンライ

ン記録から、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 44年 10月１

日であることが確認でき、申立期間は適用事業所となっていない。 

さらに、申立人は、「Ｄ社で厚生年金保険に加入していたかもしれない。」と

供述しているが、Ｄ社の商業登記簿謄本及びオンライン記録によると、Ａ社が

昭和 42 年９月２日にＤ社に社名変更していることから、Ａ社とＤ社は同一の

事業所であることが確認できる。 

加えて、Ａ社は既に解散しており、事業主の連絡先が不明であることから、



 

会社及び事業主から申立人の申立期間に係る勤務の実態や厚生年金保険の控

除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。  



 

東京厚生年金 事案 6394 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、労働者年金保険被保険者として労働者年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17年４月１日から 19年 10月１日まで              

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答を

もらった。しかし、昭和 17 年に入院した際、病院の事務担当者と健康保険

の利用について話したことを記憶しているので、申立期間中は健康保険に加

入していたはずであり、このことから労働者年金保険にも加入していたと思

うので被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿から、申立人は、昭和 15 年（月日は印字

が読み取れず不明）に健康保険の被保険者資格を取得し、20 年６月１日で資

格を喪失している旨の記述が確認できることから、申立人は申立期間も同社に

勤務していたことが確認できる。 

一方、申立期間のうち昭和 17年４月１日から同年５月 31日までの期間につ

いては、労働者年金保険法に基づき保険料の徴収が開始されるまでの準備期間

であることから、労働者年金保険の被保険者期間とはならない。 

他方、申立期間のうち昭和 17年６月１日から 19年 10月１日までの期間に

ついては、適用事業所名簿から、Ａ社は労働者年金保険の適用事業所にはなっ

ておらず、同年６月１日に厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認

できる。 

また、申立人は、同社は従業員数が６人程度の事業所であったと供述してい

ることから、同社は申立期間当時、労働者年金保険法における適用事業所の要

件を満たしていなかったことが考えられ、申立人は、申立期間当時は健康保険

のみの被保険者であったと考えられる。 



 

そして、厚生年金保険法（昭和 19年２月 16日法律第 21号）の制定に伴い、

Ａ社は、19 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所となり、申立人は、同日

に被保険者資格を取得したところ、同年６月１日から同年９月 30 日までの期

間については、同法の適用準備期間であることから、厚生年金保険の被保険者

期間として算入されない。 

さらに、Ａ社は既に解散しており、事業主及び従業員の連絡先が不明のため、

これらの者から申立人の労働者年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

このほか、申立人の申立期間に係る労働者年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が労働者年金保険被保険者として、申立期間に係る労働者年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案6400 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年10月から22年６月まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同社に

勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間で

あったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の承継事業所から提出のあった記録により、申立人は、申立期間の一部

について、同社に勤務していたことは推認できる。  

しかし、当該事業所は、申立期間当時の厚生年金保険に関する資料が残って

いないため、申立人の厚生年金保険の加入状況等を確認できないと回答してい

る。 

また、申立人が、Ａ社に同時期に入社し、申立期間に一緒に勤務したことを

記憶している同僚については、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

にその氏名を確認することはできない。 

さらに、当該被保険者名簿において、申立人の申立期間と同時期に勤務して

いたことが確認できる複数の従業員のうち、連絡先が判明した従業員に照会を

試みたが、回答は得られなかった。 

なお、上記被保険者名簿では、申立期間当時、健康保険番号の欠番が無いこ

とから、申立人の記録が欠落したとは考え難い上、申立期間を含む昭和19年４

月２日から23年10月31日までの期間は、Ａ社において新たに厚生年金保険の被

保険者資格を取得した者がいないことが確認できる。 

また、申立人は、給与から厚生年金保険料が控除されていたかは不明として

おり、このほか、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確



 

認できる関連資料や周辺事情は無い。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6416  

                      

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年２月１日から同年３月１日まで 

社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間はどこの会社

にも勤務していなかったが、厚生年金保険には加入していたはずなので、被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元代表取締役に、申立人の勤務実態及び給与からの保険料控除につい

て照会したが、明確な回答が無く、また、オンライン記録により同社において

厚生年金保険に加入していたことが確認できるのは、申立人と代表取締役の二

人のみであり、他の従業員に照会できないため、申立人の勤務実態及び保険料

控除について確認できない。 

また、社会保険事務所(当時)の保管する記録により、Ａ社が厚生年金保険の

適用事業所となったのは、平成５年３月 1日であり、申立期間には適用事業所

となっていないことが確認できる。 

さらに、申立人は、「申立期間にはどこの会社にも勤務していなかった。給

与も受け取っていなかった。」と供述している。 

このほか、申立期間に係る事業主による給与からの保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6417 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年６月から平成元年８月まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申

立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間には、Ａ社に勤務し

ていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及び同僚の供述により、申立人が申立期間

当時、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社の元事業主は、「希望した者のみを厚生年金保険に加入

させた。」と回答しており、同社の元従業員も、「厚生年金や健康保険について

説明があり、希望した者が加入した。」と供述していることから、申立期間当

時、同社では希望した従業員のみを厚生年金保険に加入させたことが推認でき

る。 

また、オンライン記録により、申立人は申立期間当時、国民年金に加入し保

険料を納付していることが確認できる。 

さらに、申立人に係る事業主による給与からの厚生年金保険料の控除につい

て、これを確認できる関連資料や周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6418 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 10月から 37年２月まで 

     社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。昭和 35年 10月から、Ａ社に

現場作業員として勤務していたので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、「当社では、従業員について名簿を作成して管理しているが、申立人

の記録は無い。」と回答しており、また、同社の申立期間当時の社会保険事務の

担当者は、「現場作業員については、工事現場ごとの雇用となり、社会保険に加

入していない。」と回答しているため、同社から申立人の勤務実態及び保険料控

除について確認できない。 

また、申立人が記憶していた元同僚二人のうち住所の判明した一人に申立人の

勤務実態について照会したが回答は無く、また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険

者名簿により、申立期間当時、同社で厚生年金保険に加入していたことが確認で

きる元従業員に照会したが、申立人を記憶している者がいないことから、同社の

元同僚及び元従業員から申立人の勤務実態等について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい

て、確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6419 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 18年   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月１日から同年８月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答

をもらった。同社には、平成元年４月１日から勤務していたので、申立期

間を被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及びＡ社の元従業員の供述により、申立人

は申立期間当時、同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、同社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、申立人が被保険者資格を取得した平成元年８月１日であり、申立期間

には厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、上記厚生年金保険被保険者名簿により、平成元年８月１日に被保険者

資格を取得したことが確認できる８名に対して、申立期間当時の厚生年金保険

料の控除について照会したところ、回答のあった５人のうち４人は、同年８月

１日以前は、給与から厚生年金保険料が控除されていなかったと回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。  



 

東京厚生年金 事案 6420 

 

第１ 委員会の結論 

平成９年 11月から 11年２月までの期間について、申立人の厚生年金保険の

標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

また、申立人は、平成 11年３月から 14年１月までの期間について、厚生年

金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 11月１日から 14年２月 18日まで 

社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の記録を照会したところ、代表取締

役としてＡ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に給

与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが

判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 平成９年11月から11年２月までの期間について、オンライン記録により、

申立人の標準報酬月額は、11年３月 19日付けで９年 11月から 10年７月ま

で 30万円、同年８月から 11年２月まで 15 万円がいずれも９万 2,000円に

遡及
そきゅう

して減額訂正されたことが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿により、申立人は申立期間当時、同社の代表取締

役として勤務していたことが確認できる。 

また、申立人は申立書に、「平成 10年ごろは経営が大変で銀行の取り立て

も厳しく自宅を売却した。」と記載していることから、Ａ社では申立期間当

時、社会保険料を滞納していたと推認できる。 

さらに、平成 12年、13年ごろ、Ａ社の経理担当者として勤務していた会

計事務所の事務員は、「社会保険の事務手続は、申立人が行っていた。」と供

述していることから、申立人は、同社における代表取締役として当該標準報

酬月額の減額訂正に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人はＡ社の代表取締役として自



 

らの標準報酬月額の減額訂正処理に関与しながら、当該処理が有効なもので

ないと主張することは信義則上許されず、平成９年 11月から 11年２月まで

の期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

２ 平成 11年３月から 14年１月までの期間について、オンライン記録により、

申立人の標準報酬月額は、訂正処理が行われた 11年３月から 13年９月まで

は９万2,000円、同年10月から14年１月までは９万8,000円となっており、

申立人の標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正等、不自然な処理が行われた形跡は無いこ

とが確認できる。 

   また、申立人は、申立期間に係る給与明細書等を所持していないため、申

立人の給与支給額及び保険料控除額について確認できない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、平成 11年３月から 14年１月までの期間について、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

 



 

東京厚生年金 事案 6424                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年５月から 13年５月まで 

             ② 平成 13年８月から 14年８月まで 

             ③ 平成 14年８月から 16年３月まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社、Ｂ社及びＣ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨

の回答をもらった。 

Ａ社には当初アルバイトで入社し、その後、契約社員となった。Ｂ社には

派遣社員として入社した。Ｃ社にはアルバイトで入社した。いずれの会社で

も、保険証等が発行されていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社からの回答及び同社から提出のあった社員情

報リストにより、申立人は、同社に平成８年３月 23 日から 13 年７月 20 日

まで勤務していたことが認められる。 

しかし、Ａ社は「申立人の雇用形態はアルバイトであり、当時、アルバイ

トは厚生年金保険には加入させておらず、厚生年金保険料も給与から控除し

ていない」としている。このことについては、上記社員情報リストにおける

社会保険欄の記録からも確認できる。 

また、申立人の申立期間①に係る雇用保険の加入記録は無い。 

２ 申立期間②については、Ｂ社からの回答及び同社から提出のあった源泉徴

収に係る資料により、申立人は、平成 13年７月 13日から 14年９月 30日ま

で同社に勤務していたことが認められる。 

しかし、Ｂ社は「申立人の雇用形態はアルバイトであり、正社員と比較し



 

４分の３未満の労働時間で勤務する場合は厚生年金保険に加入させないこ

ととしていた。また、厚生年金保険料も給与から控除していない」としてい

る。このことは、上記「源泉徴収に係る資料」において、社会保険料等の金

額が控除されていないことからも確認できる。 

また、申立人の申立期間②に係る雇用保険の加入記録は無い。 

３ 申立期間③については、雇用保険の加入記録、Ｃ社からの回答及び同社か

ら提出のあった賃金台帳により、申立人は、平成 14 年 10 月１日から 16 年

９月 30日まで同社に勤務していたことが認められる。 

しかし、Ｃ社は「申立人の雇用形態は短時間労働者（パート）であり、勤

務時間と勤務日数が一般社員と比較し４分の３未満の場合は、厚生年金保険

は加入させておらず、厚生年金保険料も給与から控除していない。」として

いる。このことは、上記賃金台帳において、厚生年金保険料が控除されてい

ないことからも確認できる。 

４ なお、申立人は、申立期間①、②及び③において、いずれの期間も会社か

ら発行された保険証を持っていたと供述しているが、申立人は、当該申立期

間において、国民健康保険に加入していることが確認できる上、上記各社か

ら提出のあった資料等において、健康保険料を控除されていないことが確認

できる。 

５ このほか、申立人の申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料の事業主

による控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



 

東京厚生年金 事案 6428                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 58年１月まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に

勤務したことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、社会保険事務所（当時）の記録では、厚生年金保険の適用事業所と

しての記録が無い。 

また、申立期間当時のＡ社の代表取締役、取締役は既に死亡している上、申

立人は、同社での同僚等の氏名を明確に記憶していないため、申立人の同社に

おける勤務の状況や厚生年金保険料の控除等について確認することができな

い。 

さらに、上記取締役のうちの一人は、申立期間を含め、昭和 48 年１月以降

国民年金保険料を納付していることが社会保険事務所（当時）の記録から確認

できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6431 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年３月 27日から同年５月８日まで 

             ② 昭和 44年 12月 30日から 45年１月 13日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうちの申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうちの申

立期間②の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①及び②も勤務し

ていたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ社の同僚の供述から、申立人が申立期間①当時、同社に勤務していたこ

とが推認できる。 

しかし、Ａ社は、既にその事業を廃止している上、当時の代表者の連絡先

は不明であることから、同社及び当該代表者から、申立人の申立期間におけ

る勤務の状況や厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

また、申立人が同時期にＡ社へ入社したと記憶している同僚２名は、同社

において申立人と同じ昭和 36 年５月８日に厚生年金保険の被保険者資格を

取得しており、同僚のうちの１名は、「昭和 36年４月１日に同社へ入社した

が、厚生年金保険には入社した翌月から加入していた。」と供述している。 

さらに、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立期間①当時に被保

険者であった複数の従業員に照会したところ、２名が、厚生年金保険には一

定期間経過後あるいは入社の翌月に加入していたと供述していることから、

同社では厚生年金保険には入社して一定期間経過後に加入させる取扱いを

していたと考えられる。 

加えて、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、申立人は控除されていたと主張しているが、これを確



 

認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ社に昭和 45年１月 13日まで勤務して

いたと申し立てている。しかし、Ｂ社では、「当社が保管している健康保険・

厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書副票及び同被保険者喪失届副票

により、申立人は、昭和 44年３月 15日に厚生年金保険被保険者資格を取得

し、同年 12月 30日に被保険者資格を喪失しているので、申立期間②におけ

る申立人の勤務は確認できない。」としている。 

また、Ｂ社では、「退職の申し出が無い者について、厚生年金保険被保険

者資格喪失届を社会保険事務所（当時）に提出することは考えられない。」

としている。 

さらに、雇用保険の加入記録では、申立人は昭和 44年３月 15日に被保険

者となり、同年 12月 29日に離職していることが確認でき、厚生年金保険の

加入記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除については、申立人は控除されていたと主張しているが、これを

確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6435 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号  :  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月１日から同年 12月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社（現在は、Ｂ社）に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をも

らった。同社には、事務関係の仕事で勤務していたので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の従業員名簿や社会保険に関する資料等を保

有していないことなどから、申立人の勤務の実態及び当時の厚生年金保険の取

扱い等について確認することはできないと回答している。 

また、申立人は、Ａ社での同僚を記憶していないと供述していることから、

社会保険事務所（当時）のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿より、申立期

間当時に厚生年金保険に加入していることが確認できるもののうち、連絡が取

れた８名の従業員に対して照会したところ、８名とも、申立人のことを記憶し

ておらず、申立人の同社における勤務状況及び厚生年金保険の加入状況につい

ての確認ができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案6454 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和31年５月７日から37年12月21日まで 

平成19年11月ごろ、社会保険事務所（当時）で自分の年金記録を確認した

ところ、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを初めて知った。 

しかし、当時は脱退手当金の制度を知らなかったし、請求した記憶ももら

った記憶も無いので、脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿の女性被保険者

のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和37年12月21日の

前後３年以内に資格喪失した者11名の脱退手当金の支給記録を確認したとこ

ろ、10名について脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち８名が厚生年金

保険被保険者資格喪失日から５か月以内に脱退手当金の支給決定がなされて

いる上、当該支給決定の記録がある者の一人は、事業所がその請求手続をした

旨の供述をしていることを踏まえると、申立人の脱退手当金の請求についても、

その委任に基づき事業主が代理請求した可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る事業所における厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和38年３月２日に支給決定されて

いるほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案6455 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和33年４月１日から40年４月21日まで 

10年ぐらい前に、社会保険事務所（当時）に行って年金の裁定請求をした

とき、脱退手当金の支給記録があることを初めて知った。 

しかし、私は脱退手当金を請求した記憶も受給した記憶も無く、申立期間

に係る事業所を退職した後は、すぐに夫の実家の呉服屋で従業員として働い

ており、脱退手当金を受給する必要性も無かったので、脱退手当金を受給し

ていないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿の女性被保険者

のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和40年４月の前後

３年以内に資格喪失した者32名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、31

名について脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち30名が厚生年金保険被

保険者資格喪失日から４か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、

当該支給決定の記録がある者の一人は、事業所がその請求手続をした旨の供述

をしていることを踏まえると、申立人の脱退手当金の請求についても、その委

任に基づき事業主が代理請求した可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されたこ

とを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る事業所における厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約３か月後の昭和40年７月23日に支給決定されている

など、脱退手当金の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 6460 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年５月１日から 32年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所（当時）に照会したとこ

ろ、Ａ事業所（駐留軍施設）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が

無い旨の回答をもらった。同事業所には、昭和 29 年７月から継続して勤務

し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申

立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務したとするＡ事業所の人事記録等を保管しているＢ局の担当

者は、「申立人の申立期間に係る在籍記録は確認できない」旨供述しているこ

とから、同事業所の厚生年金保険被保険者名簿から、複数の従業員に照会した

が、いずれの従業員も申立人が同事業所に勤務していた記憶が無く、申立期間

において厚生年金保険被保険者として保険料を控除されていたことを確認す

ることができない。 

また、Ａ事業所の厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人は、同事業所

において、昭和 29年７月１日に資格を取得し、31年５月１日に資格を喪失し

ており、その喪失原因は「解雇」と記録されていることが確認できる上、多数

の被保険者が申立人と同日に資格喪失していることが確認できる。 

さらに、Ａ事業所は、昭和 31年 11月１日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、申立期間の過半は厚生年金保険の適用事業所ではないことが

確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



 

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


